
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

総務建設常任委員会記録 
 

 

 

令和２年３月１２日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



 

 

目       次 

 

総務建設常任委員会 

３月１２日 

 

 会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局 

 職員、審査案件--------------------------------------------------------------1 

開会の宣告------------------------------------------------------------------3 

 市長挨拶 

 委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------3 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管分の審査----------------------------------3 

 （総務部、建設部、消防本部所管分） 

  補足説明（総務部長、建設部長、消防長） 

  質疑（松本暁彦委員、弘豊委員） 

散会の宣告-----------------------------------------------------------------61

 

 



- 1 - 

 

総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和２年３月１２日（木）午前９時５９分 開会 

  平成２８年１１月１５日（午後４時    散会   

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 野 口  博   副委員長 南 野 直 司   委  員 藤 浦 雅 彦 

  委  員 弘  豊   委  員 三 好 義 治   委  員 松 本 暁 彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正  副市長 奥 村 良 夫 

市長公室長 山 本 和 憲  総務部長 井 口 久 和 

同部参事兼固定資産税課長 中 西 利 之  総務課長 川 本 勝 也 

防災管財課長 川 西 浩 司  財政課長 谷 内 田 修 

情報政策課長 槙 納  縁  同課参事 中 尾 昌 志  市民税課長 妹 尾 紀 子 

納税課長 船 寺 順 治  工事検査室長 江 草 敏 浩 

建設部長 高 尾 和 宏  同部参事兼都市計画課長 西 川  聡 

同課参事 門 田  晃  同部参事兼道路交通課長 永 田  享 

水みどり課長 宮 城 陽 一  建築課長 寺 田 満 夫 

道路管理課長 井 上 斉 之 

選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長 橋 本 英 樹 

消防長 明 原  修  消防本部次長兼消防署長 橋 本 雅 昭 

消防本部参事兼総務課長 松 田 俊 也  予防課長 納 家 浩 二 

警備課長 木 下 正 雄  同課参事 日 野 啓 二 

警防第２課長 林  州 次  同課参事 小田原利博 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛 渡 長 子 同局総括主査 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 令和２年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第 ９号 令和元年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分 
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議案第 ５号 令和２年度摂津市財産区財産特別会計予算 

議案第２１号 摂津市災害対策本部条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第２９号 摂津市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第２３号 摂津市監査委員に関する条例及び摂津市水道事業及び下水道事業の 

設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分（第２条 

（摂津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

以外に関する部分） 

議案第２４号 摂津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第２５号 職員等の服務の宣誓に関する条例及び議会の議員その他非常勤職員 

の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第２６号 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部を改正す 

る条例制定の件 

議案第２７号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第２８号 摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 
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（午前９時５９分 開会） 

○野口博委員長 ただいまから総務建設

常任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 きょうは穏やかないいお天気になった

ようでございますが、そんな中、総務建設

常任委員会をお持ちいただきまして、大変

ありがとうございます。 

 本日は、過日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

くわけでございますが、何とぞ慎重審査の

上、ご可決いただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○野口博委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名員は、三好委員を

指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。本２件について補足

説明を求めます。 

 井口総務部長。 

○井口総務部長 おはようございます。 

 それでは、説明させていただきます。 

 まず、議案第１号、令和２年度摂津市一

般会計予算のうち、総務部所管分につきま

して、目を追って主なものを補足説明させ

ていただきます。 

 まず歳入でございますが、予算書の２０

ページ。款１市税、項１市民税、目１個人

は、前年度に比べ１億４，６９０万円の増

額でございます。 

 目２法人は、前年度に比べ２億９，０６

０万円の減額でございます。 

 項２固定資産税、目１固定資産税は、前

年度に比べ５，０００万円の増額でござい

ます。 

 目２固有資産等所在市町村交付金及び

納付金は、前年度と同額でございます。 

 項３軽自動車税、目１環境性能割は、前

年度に比べ８３０万円の増額でございま

す。目２種別割は、税制改正により軽自動

車税から名称変更されたもので、前年度に

比べ３９０万円の増額でございます。 

 ２２ページ、項４市たばこ税は、前年度

と同額でございます。 

 項５都市計画税は、前年度に比べ２，７

１０万円の増額でございます。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税

は、前年度に比べ３００万円の減額でござ

います。 

 項２自動車重量譲与税は、前年度に比べ

２００万円の増額でございます。 

 ２４ページ、項３森林環境譲与税は、前

年度に比べ３６０万円の増額でございま

す。 

 款３利子割交付金は、前年度に比べ６０

０万円の減額でございます。 

 款４配当割交付金は、前年度に比べ８０

０万円の増額でございます。 

 款５株式等譲渡所得割交付金は、前年度

に比べ１００万円の増額でございます。 

 ２６ページ、款６法人事業税交付金は、

税制改正による法人市民税法人税割の減

収分の補填措置といたしまして、法人事業

税の一部が交付されるもので、款を新設し
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ているため、２億１，３００万円の皆増で

ございます。 

 款７地方消費税交付金は、消費税率引き

上げの影響により、前年度に比べ３億８，

８００万円の増額でございます。 

 款８ゴルフ場利用税交付金は、前年度と

同額でございます。 

 款９環境性能割交付金は、前年度に比べ

１，９００万円の増額でございます。 

 ２８ページ、款１０地方特例交付金は、

前年度に比べ１，７００万円の増額でござ

います。 

 款１１地方交付税は、前年度と同額でご

ざいます。 

 款１２交通安全対策特別交付金は、前年

度と同額でございます。 

 ３０ページ、款１４使用料及び手数料、

項１使用料、目１総務使用料は、庁舎施設

等使用料でございます。 

 目５土木使用料は、市営住宅使用料及び

市営住宅用地使用料でございます。 

 ３２ページ、項２手数料、目１総務手数

料は、税務諸証明手数料、税務督促手数料、

審査請求提出書類等写し等交付手数料で

ございます。 

 ３４ページ、目４土木手数料は、自動車

保管場所使用承諾証明手数料でございま

す。 

 ３６ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金は、番号

制度システム整備費補助金でございます。 

 ４０ページ、項３委託費、目１総務費委

託金は、基幹統計調査委託金及び統計調査

員確保対策事業委託金でございます。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項３委託

金、目１総務費委託金は、府税徴収事務委

託金でございます。 

 款１７財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入は、土地貸付収入でござい

ます。 

 目２利子及び配当金は、各種基金利子で

ございます。 

 ５０ページ、項２財産売払収入は、土地

売払収入でございます。 

 款１８寄附金は、一般寄附金でございま

す。 

 款１９繰入金、項１特別会計繰入金、目

１財産区財産特別会計繰入金は、財産区財

産特別会計からの繰入金で、前年度と同額

でございます。 

 項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入

金は、前年度に比べ８，２２０万４，００

０円の増額でございます。 

 目２公共施設整備基金繰入金は、前年度

に比べ１億４３３万１，０００円の増額で

ございます。 

 ５２ページ、目６減債基金繰入金は、前

年度に比べ６万円の減額でございます。 

 款２０諸収入、項１延滞金、加算金及び

過料、目１延滞金は、前年度と同額でござ

います。 

 項３貸付金元利収入、目３家屋被害復旧

資金貸付金元金収入は、前年度に比べ５，

０００円の減額でございます。 

 ５４ページ、項４雑入、目１滞納処分費

は、前年度に比べ７，０００円の減額でご

ざいます。 

 目２雑入は、市町村振興協会交付金など

でございます。 

 ６０ページ、款２１市債は、前年度に比

べ７億５０万円の増額でございます。なお、

本年度発行予定の市債の内訳といたしま

して、目１総務債は、コミュニティプラザ

屋上防水改修事業債、新味舌体育館（仮称）

建設事業債及び温水プール改修事業債で

ございます。 
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 目２民生債は、民間保育所施設整備補助

事業債でございます。 

 目３衛生債は、葬儀会館駐車場整備事業

債、ごみ収集車両整備事業債、廃棄物広域

処理推進事業債及び借換債でございます。 

 目４土木債は、橋梁長寿命化修繕事業債、

千里丘三島線道路改良事業債、排水路ポン

プ場施設整備事業債、モノレール駅ホーム

柵設置補助事業債及び阪急連続立体交差

事業債でございます。 

 目５消防債は、消防本部車両整備事業債

及び第二分団屯所建設事業債でございま

す。 

 目６教育債は、安威川公民館外壁等改修

事業債及び借換債でございます。 

 目７減収補てん債は、借換債でございま

す。 

 借り入れの限度額及び借り入れの方法

等につきましては、９ページの第３表、地

方債に記載のとおりでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、６６

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

１一般管理費は、７０ページまでに記載の

とおり、内部事務に係る経費などでござい

ます。 

 目２文書広報費は、郵送や印刷事務に係

る経費などでございます。 

 ７２ページ、目４財産管理費は、庁舎や

集会所に係る維持管理経費などでござい

ます。 

 ７６ページ、目９電子計算費は、庁内の

電子計算処理に係る経費でございます。 

 ７８ページ、目１０防犯対策費は、防犯

対策に係る経費などでございます。 

 ８４ページ、目１７諸費は、地区集会所

補修費補助金でございます。 

 ８６ページ、目１８財政調整基金費から

目２０減債基金費までは、各種基金利子を

積み立てるものでございます。 

 項２徴税費、目１税務総務費及び８８ペ

ージ、目２賦課徴収費は、税務事務に係る

経費でございます。 

 ９６ページ、項５統計調査費、目１統計

調査総務費は、統計調査に係る経費でござ

います。 

 目２基幹統計調査費は、国勢調査など統

計法に基づく各種基幹統計調査に係る経

費でございます。 

 １５８ページ、款７土木費、項５住宅費、

目１住宅管理費は、市営住宅の管理に係る

経費でございます。 

 １６６ページ、款８消防費、項１消防費、

目４災害対策費は、防災活動に係る経費な

どでございます。 

 １９８ページ、款１０公債費、項１公債

費、目１元金は、前年度に比べ２億９，５

４３万６，０００円の増額でございます。 

 目２利子は、前年度に比べ１，４３５万

１，０００円の増額でございます。 

 款１１予備費は、前年度に比べ１，００

０万円の増額でございます。 

 以上、令和２年度摂津市一般会計予算の

補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９号、令和元年度摂

津市一般会計補正予算（第４号）のうち、

総務部の所管分につきまして補足説明を

させていただきます。 

 まず初めに、７ページから９ページ第３

表、地方債の補正をごらんください。 

 追加といたしまして、未就学児移動経路

対策事業のほか５事業は、起債の同意が見

込まれ、新たに市債を発行するものでござ

います。 

 変更につきましては、第二分団屯所建設

事業に係る起債の限度額を変更するもの

でございます。 
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 次に、歳入についてでございますが、１

４ページ、款１市税、項１市民税、目１個

人及び目２法人につきましては、景気の回

復基調を反映し、２億５，０００万円増額

いたしております。 

 １６ページ、款１５国庫支出金、項３委

託金、目１総務費委託金につきましては、

基幹統計調査委託金及び統計調査員確保

対策事業委託金を５５万７，０００円減額

いたしております。 

 １８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目７消防費府補助金につきましては、

台風２１号による被災住宅解体等に係る

補助金額の確定により、３，０００万円減

額いたしております。 

 款１７財産収入、項２財産売払収入、目

１不動産売払収入につきましては、３，６

４９万２，０００円減額いたしております。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附金

につきましては、一般寄附金を７９１万３，

０００円増額いたしております。 

 ２０ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目１滞納処分費につきましては、３１万６，

０００円減額いたしております。 

 ２２ページ、款２１市債、項１市債、目

４土木債の未就学児移動経路対策事業債

と目９教育債の小・中学校トイレ改修事業

債及び小・中学校情報通信ネットワーク環

境整備事業債は、国の補正予算に伴う事業

として、また、小学校屋内運動場改修事業

債は、国庫補助金の追加交付に伴う事業と

してそれぞれ起債の同意が見込まれるた

め、新たに市債を発行するものでございま

す。 

 目５消防債につきましては、第二分団屯

所建設事業債の起債限度額を減額変更い

たしております。 

 続きまして、歳出でございますが、２４

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

１一般管理費と２６ページ、目４財産管理

費及び目９電子計算費につきましては、決

算見込みにより減額するものでございま

す。 

 ２８ページ、目１８財政調整基金費につ

きましては、今回の補正財源を調整するた

め、歳入歳出の差額を積み立てるものでご

ざいます。 

 項２徴税費、目２賦課徴収費につきまし

ては、決算見込みにより減額するものでご

ざいます。 

 ３４ページ、項５統計調査費、目１統計

調査総務費及び目２基幹統計調査費につ

きましては、決算見込みにより減額するも

のでございます。 

 ４８ページ、款７土木費、項５住宅費、

目１住宅管理費につきましては、決算見込

みにより減額するものでございます。 

 款８消防費、項１消防費、目４災害対策

費につきましては、水道事業会計繰出金の

増額を除き、決算見込みにより減額するも

のでございます。 

 ５２ページ、款１０公債費、項１公債費、

目２利子につきましては、決算見込みによ

り減額するものでございます。 

 以上、議案第９号、令和元年度摂津市一

般会計補正予算（第４号）の補足説明とさ

せていただきます。 

○野口博委員長 続いて、高尾建設部長。 

○高尾建設部長 それでは、議案第１号、

令和２年度摂津市一般会計歳入歳出予算

のうち、建設部所管分につきまして補足説

明をさせていただきます。 

 まず、予算書の３０ページをごらんいた

だきます。 

 歳入でございます。 

 款１４使用料及び手数料、項１使用料、
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目４農林水産業使用料は、法定外水路占用

料でございます。 

 目５土木使用料のうち、道路占用料、公

園占用料、駐車場用地使用料でございます。 

 次に、３２ページ、項２手数料、目１総

務手数料のうち、下から３行目、道路管理

課所管の諸証明手数料でございます。 

 次に、３４ページ、目３農林水産業手数

料は、水路敷地境界明示手数料及び同謄本

交付手数料でございます。 

 目４土木手数料のうち、道路敷地境界等

明示手数料をはじめ、開発許可等手数料な

どでございます。 

 次に３８ページ、款１５国庫支出金、項

２国庫補助金、目４土木費国庫補助金は、

都市再生地籍調査委託補助金や老朽化対

策耐震改修補助金などの社会資本整備総

合交付金でございます。 

 次に、４６ページ、款１６府支出金、項

２府補助金、目６土木費府補助金は、都市

再生地籍調査や耐震改修の補助金、権限移

譲交付金などでございます。 

 次に、４８ページ、項３委託金、目２土

木費委託金は、河川環境整備工事委託金な

どでございます。 

 款１７財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入は、２行目、道路交通課所

管の土地貸付収入でございます。 

 次に、５２ページ、款１９繰入金、項２

基金繰入金、目５緑化基金繰入金は、緑化

推進事業への緑化基金繰入金でございま

す。 

 次に、５６ページ、款２０諸収入、項４

雑入、目２雑入のうち、下から四つ目、都

市計画課所管の都市計画図売却収入をは

じめ、建築確認申請負担金、自転車自動車

駐車場指定管理者納付金などでございま

す。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、７２ページ、歳出でござい

ます。 

 款２総務費、項１総務管理費、目４財産

管理費のうち、７５ページに続きまして、

建築課から移管される資産活用課所管の

大阪府市町村営繕主務者会議負担金など

でございます。 

 次に、１３８ページ、款５農林水産業費、

項１農業費、目４農業水路費は、１４１ペ

ージに続きまして、２行目、水路台帳作成

業務委託料をはじめ、神安土地改良区負担

金などでございます。 

 次に、１４４ページ、款７土木費、項１

土木管理費、目１土木総務費は、土木維持

作業業務委託料などでございます。 

 目２交通対策費は、指定管理者への駐車

場管理委託料や公共施設巡回バス運行管

理業務委託料などでございます。 

 次に、１４８ページ、項２道路橋りょう

費、目１道路橋りょう総務費は、千里丘駅

前広場やモノレール駅前広場の管理委託

料などでございます。 

 続きまして、目２道路維持費は、修繕料、

道路維持工事などでございます。 

 目３交通安全対策費は、１５１ページに

続きまして、交通安全対策工事や千里丘三

島線東側道路改良工事に係る土地購入費

や移転補償費などでございます。 

 次に、項３水路費、目１排水路費は、下

から４行目、ポンプ場施設等維持管理業務

委託料をはじめ、１５３ページに続きまし

て、番田水門内水対策負担金などでござい

ます。 

 次に、項４都市計画費、目１都市計画総

務費は、１５５ページに続きまして、空家

所有者等調査委託料やホーム柵設置補助

金などでございます。 
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 目２街路事業費のうち、３行目、都市計

画課所管の都市景観事業に係る報償金、普

通旅費、１５７ページに続きまして、印刷

製本費などでございます。それ以外は、駅

前等再開発特別委員会に関するものでご

ざいます。 

 目３緑化推進費は、摂津市緑化推進連絡

会補助金などでございます。 

 目４公園管理費は、修繕料や公園管理委

託料などでございます。 

 次に、１６６ページ、款８消防費、項１

消防費、目３水防費は、淀川右岸水防事務

組合負担金などでございます。 

 以上、令和２年度摂津市一般会計予算の

補足説明でございます。 

 続きまして、議案第９号、令和元年度摂

津市一般会計補正予算（第４号）のうち、

建設部所管分の補足説明をさせていただ

きます。 

 まず、同予算書１６ページ、歳入でござ

います。 

 款１５国庫支出金、項２国庫補助金、目

５土木費国庫補助金は、国の令和元年度補

正予算の交付金を受け、未就学児移動経路

対策事業に係る増額分を合わせまして、国

からの補助金の確定に伴い補正するもの

でございます。 

 次に、１８ページ、款１６府支出金、項

２府補助金、目６土木費府補助金は、大阪

府補助金の確定に伴い補正するものでご

ざいます。 

 次に、４０ページ、歳出でございます。 

 款５農林水産業費、項１農業費、目４農

業水路費は、委託料の契約等に伴う年度末

見込み額を補正するものでございます。 

 次に、４２ページ、款７土木費、項１土

木管理費、目１土木総務費は、備品購入等

の執行に伴う年度末見込み額を補正する

ものでございます。 

 目２交通対策費は、委託料の契約等に伴

う年度末見込み額を補正するものでござ

います。 

 次に、４４ページ、項２道路橋りょう費、

目２道路維持費は、助成金の年度末見込み

額等により補正するものでございます。 

 目３交通安全対策費は、委託料の契約等

に伴う年度末見込み、また、交通安全対策

工事について、未就学児移動経路対策事業

に係る国補助金の確定に伴い補正するも

のでございます。 

 次に、４６ページ、項３水路費、目１排

水路費は、委託料の契約等に伴う年度末見

込み額を補正するものでございます。 

 項４都市計画費、目１都市計画総務費は、

補助金の年度末見込み額等により補正す

るものでございます。 

 目２街路事業費は、報償金の年度末見込

みにより補正するものでございます。それ

以外は、駅前等再開発特別委員会に関する

ものでございます。 

 目４公園管理費は、工事請負費の契約等

に伴う年度末見込み額を補正するもので

ございます。 

 次に、４８ページ、款８消防費、項１消

防費、目４災害対策費のうち、被災住宅修

繕支援金の年度末見込みにより補正する

ものでございます。 

 以上、建設部の所管いたします令和元年

度摂津市一般会計補正予算の補足説明と

させていただきます。 

○野口博委員長 続きまして、明原消防長。 

○明原消防長 議案第１号、令和２年度摂

津市一般会計予算のうち、消防本部に係る

事項につきまして、目を追って、その主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。 
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 まず歳入でございますが、予算書３４ペ

ージ、款１４使用料及び手数料、項２手数

料、目５消防手数料は、危険物設置許可等

及び検査手数料、並びに保安三法設置許可

等及び検査手数料などでございます。 

 ４６ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目７消防費府補助金は、大阪航空消

防運営費補助金及び権限移譲交付金でご

ざいます。 

 ５８ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入は、消防団員退職報償費及び近畿

道救急業務実施市町村交付金などでござ

います。 

 次に、歳出でございますが、予算書１６

０ページ、款８消防費、項１消防費、目１

常備消防費は、９億６，３１８万５，００

０円で、前年度と比較して０．１％、１３

１万８，０００円の増額となっております。

主なものでは、需用費は、消防車両、消防

庁舎の修繕、施設の維持管理経費などでご

ざいます。 

 １６２ページ、役務費は、通信運搬費及

び車両の保険料などでございます。委託料

は、消防庁舎の清掃、設備等の保守管理委

託及び職員特別健康診断委託が主なもの

でございます。備品購入費は、消防ポンプ

自動車の更新に係る機械器具費、デジタル

携帯無線機、救命ボート及び船外機購入に

係る消防器具費などでございます。 

 １６４ページ、負担金、補助及び交付金

は、大阪航空消防運営費補助金のほか、指

令センター共同運用等に係る負担金など

でございます。 

 目２非常備消防費は７，３３６万円で、

前年度と比較して２３．６％、１，４００

万２，０００円の増額となっております。

報酬は、消防団員に支払う消防団員報酬で

ございます。報償費は、退職消防団員の報

償金等でございます。旅費は、火災及び警

戒等の出動に係る費用弁償でございます。

需用費は、消防団車両等の維持管理経費の

ほか、被服等の購入経費などでございます。

委託料は、第二分団屯所建設に伴う工事管

理委託料などでございます。 

 １６６ページ、工事請負費は、第二分団

屯所の建設工事費及び第三分団屯所の解

体工事費でございます。備品購入費は、小

型動力ポンプの更新に係る消防団器具費

でございます。負担金、補助及び交付金は、

消防分団への施設整備費補助金のほか、消

防団員等公務災害補償等共済基金の掛け

金などでございます。 

 以上、議案第１号、令和２年度摂津市一

般会計予算のうち、消防本部所管分の補足

説明とさせていただきます。 

 次に、議案第９号、令和元年度摂津市一

般会計補正予算（第４号）のうち、消防本

部に係る事項につきまして、その主なもの

について補足説明をさせていただきます。 

 歳出でございますが、補正予算書４８ペ

ージ、款８消防費、項１消防費、目１常備

消防費で、委託料は、職員特別健康診断委

託に係る執行差金でございます。 

 目２非常備消防費で、役務費、委託料及

び工事請負費は、第二分団屯所建設に係る

経費で、当初令和元年度に予定しておりま

したものを令和２年度に変更いたします

ため、これらに係る経費を減額いたすもの

でございます。 

 以上、議案第９号、令和元年度摂津市一

般会計補正予算（第４号）のうち、消防本

部所管分の補足説明とさせていただきま

す。 

○野口博委員長 説明が終わり、これから

質疑に入ります。 

 松本委員。 
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○松本暁彦委員 おはようございます。 

 それでは、質問をさせていただきます。

質問につきましては、各課ごとに一応私の

ほうで整理しております。 

 最初の１番目が一般会計予算書で、それ

以降は、主要事業一覧と予算概要での質問

とさせていただきます。 

 まず、１番目、一般会計予算書の１５、

１６ページのほうで歳入歳出において書

かれております。 

 令和２年度の歳入歳出というものは、過

去最高になっているとのことであります

けれども、令和２年度の特徴について、改

めてどのようなものか概要をお聞かせく

ださい。 

 続きまして２番目、主要事業１７ページ、

情報化推進事業、ＲＰＡ導入というところ

で、このＲＰＡについては、ちょっと私も

理解を深めるために少し調べました。 

 ＮＴＴデータのホームページによれば、

ロボティック・プロセス・オートメーショ

ンの略語ということで、ホワイトカラーの

デスクワーク、主に定型作業、パソコン内

にあるソフトウエア型のロボットが代

行・自動化する概念、さらには、ルールエ

ンジンやＡＩ、つまり人工知能などの技術

を備えたソフトウエアのロボットが代

行・自動化する概念と定義されていると書

かれております。 

 このＲＰＡの導入については、代表質問

でも取り上げられておりましたので、その

概要は理解をしました。 

 その上で、この事業をどのように進めて

いくのかお聞かせください 

 続きまして３番目、予算概要３８ページ、

基幹統計調査事業で、本年国勢調査がある

ということは認識しておりますけれども、

改めてこの事業の概要についてお聞かせ

ください。 

 続きまして４番目、主要事業１７ページ、

各種課税事務の外部委託について。この事

業の内容について、どのようなものかお聞

かせください。 

 続きまして５番目、予算概要の３４ペー

ジ、航空写真撮影業務委託料についてです

けれども、こちらは毎年実施されるという

認識をしておりますけれども、毎年実施す

ることの必要性について改めて確認した

いと思います。 

 続きまして６番目、主要事業一覧の４ペ

ージ、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業、こち

ら所管が変わりましたけれども、この事業

概要について、ＬＥＤ防犯灯の設置台数、

また令和２年度の方向性についてお聞か

せください。 

 続きまして７番目、予算概要の９６ペー

ジ、市営住宅管理事業、市営住宅等管理業

務委託料について。この委託料については、

指定管理者が入居者の満足度を高めるた

めにどのような工夫をされているのかと

いうところを、改めてお聞かせください。 

 続きまして８番目、予算概要１０４ペー

ジ、防災資機材及び備蓄用品整備事業につ

いて。令和２年度につきましてはどのよう

なものを整備されるのか、お聞かせくださ

い。 

 続きまして９番目、予算概要、同じく１

０４ページ、防災演習事業について。こち

ら、令和２年度の防災演習事業の内容につ

いてお聞かせください。 

 続きまして１０番目、こちら主要事業の

５ページ、防災対策事業、全小・中学校に

鍵ボックスを設置とするということです

けれども、この事業について、どのような

経緯で実施することになったのか、お聞か

せください。 
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 続きまして１１番目、主要事業の５ペー

ジ、同じく防災対策事業、浸水被害を疑似

体験できるＡＲ機器導入と、こちらは代表

質問でも取り上げられておりましたけれ

ども、改めてこのＡＲ機器とは何か、そし

てその導入目的についてどのようなもの

か、概略で結構ですのでお聞かせください。 

 続きまして１２番目、主要事業の２ペー

ジ、正雀南千里丘線外２路線（阪急正雀駅

前）道路改良事業について。こちらの委託

料について、その内容をお聞かせください。 

 続いて１３番目、同じく主要事業２ペー

ジの、千里丘三島線（東側）道路改良事業

と、こちらについては、毎回予算・決算等

の委員会で取り上げられているところで

す。現在の進捗状況について、どのような

ものかお聞かせください。 

 続きまして１４番目、同じく主要事業の

２ページ、自転車通行空間整備事業という

ことで、こちらは代表質問でも何度も取り

上げられておりました。茨木市が矢羽根型

路面表示の導入後、自転車事故が減少して

いるということについては理解をいたし

ました。 

 そして、矢羽根型路面表示の設置は、比

較的狭い道路に引くことによって逆に危

険性を招かないかという疑問もあります

が、設置することのメリットが大きいとい

うことでありましたけれども、改めて確認

の上で、どのように考えているのかお聞か

せください。 

 続きまして１５番目、主要事業の４ペー

ジ、未就学児移動経路対策事業、この事業

につきましては、例えばことし２月に東別

府にあるマルナカの北側のほうですね、交

通安全対策がとられて、よいものであると

理解しております。 

 ゾーン３０等の視覚と振動による体感

覚の二つでドライバーに刺激を与え、一つ

の対策よりも注意喚起に効果的であると

考えております。このことは引き続き実証

されるということですが、代表質問の中で

も取り上げられておりましたけれども、ハ

ンプというものを使用した速度抑制とい

う話が出ました。このハンプについての効

果はどう考えているのか、改めてお聞かせ

ください。 

 続きまして１６番目、同じく主要事業２

ページ、橋梁長寿命化修繕事業、これも引

き続きされているものと理解しておりま

すけれども、この事業の具体的な中身につ

いてはどのようなものか、改めてお聞かせ

ください。 

 続きまして１７番目、予算概要の８８ペ

ージ、狭隘道路整備事業、こちらも代表質

問でも取り上げられておりましたけれど

も、この市内には狭隘道路というものは幾

つもあります。この現状、あるいは課題に

ついてどう捉えているのか、まずお聞かせ

ください。 

 続きまして１８番目、予算概要の８８ペ

ージ、道路床板修繕事業、こちらは正雀地

域の事業のことと理解しておりますけれ

ども、改めて事業内容についてお聞かせく

ださい。 

 続きまして１９番目、主要事業の３ペー

ジ、モノレール駅可動式ホーム柵設置事業

について、この事業内容を、まずはお聞か

せください。 

 続きまして２０番目、主要事業の３ペー

ジの農業水路管理事業の中で、水路台帳作

成委託について。まずもって、なぜこれを

実施されるのかということをお聞かせく

ださい。 

 続きまして、予算概要９４ページの花壇

等の維持管理充実事業の現状をお聞かせ
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ください。 

 続きまして２２番目、公園維持管理事業、

同じく予算概要の９４ページ。この公園維

持管理事業について、シティプロモーショ

ン戦略でも、明和池公園や新幹線公園等が

魅力として挙げられております。シティプ

ロモーションの戦略である愛着や誇りの

醸成、協働人口の増加などの観点でどのよ

うに事業を考えているのか、お聞かせくだ

さい。 

 続きまして２３番目、主要事業４ページ、

特定空家対策事務事業について。こちらも

代表質問で幾つか取り上げられていたと

思いますけれども、改めてこの事業の概要

についてお聞かせください。 

 続きまして２４番目、主要事業の５ペー

ジ、震災対策推進事業の中で、令和２年も

されるということで、改めて事業の概要に

ついてお聞かせください。 

 続きまして２５番目、主要事業の５ペー

ジ、消防団活動管理事業の中で、活動時の

安全性向上に向け消防団員の保安帽を更

新しますというところがあります。この経

緯についてお聞かせください。 

 ２６番目、同じく５ページの消防団活動

事業の中で、第二分団屯所の建設工事及び

第三分団屯所の解体工事を実施しますと

いうところであります。この事業概要につ

いてお聞かせください。 

 続きまして２７番目、こちら、消防団の

人件費のところで、予算概要のほうです。

人員増加の条例改正から、これまで本委員

会においても速やかな人員増員が議論と

なっておりました。そこで、現状について

はどのようなものか、お聞かせください。 

 最後に２８番目、主要事業の５ページ、

消防本部車両・資機材整備事業についてと

いうことで、令和２年度の事業内容につい

て、どのようなものかお聞かせください。 

 以上です。 

○野口博委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、質問項目１

番目の、予算の特徴についてお答えいたし

ます。 

 委員からもご指摘いただきましたよう

に、令和２年度の当初予算は３７２億２，

４００万円と過去最大となっております。 

 その一方で、主要基金の取り崩し額は、

前年度に比べて１億９，０００万円の増加

にとどめており、持続可能な行財政運営の

推進を図っているというところが、まず一

番大きな特徴であると捉えております。 

 歳入歳出それぞれで特徴を見てまいり

ますと、歳入歳出両面で影響のあったこと

といたしまして、まず社会保障と税の一体

改革、これが国と地方が協調してこれまで

取り組んできましたけれども、これによる

影響が歳入歳出両面で出てきているとい

うところが特徴として捉えております。 

 内容といたしましては、消費税増税に伴

いまして、地方消費税交付金の増収が令和

２年度からあると。 

 一方で歳出のほうでは、幼児教育・保育

の無償化をはじめとする社会保障経費の

充実があったというところが、大きな特徴

になっていると考えております。 

 さらに見ていきますと、やはり今年度、

普通建設事業費が大きく伸びていること、

それから、先ほど申し上げた幼児教育・保

育の無償化をはじめとして、扶助費の伸び

がさらに６年連続で３％を超えていると

いうところが大きな特徴であると考えて

おります。 

 この扶助費の伸びについては、６年連続

で３％を超えた伸びとなっておりまして、

今後もそういった傾向にあるものと想定
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いたしております。そういった扶助費の将

来的な見込みについては、十分に留意して

いく必要があると感じております。 

 以上です。 

○野口博委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 それでは、情報政策

課所管のご質問にお答えさせていただき

ます。 

 ＲＰＡを導入して、今後どのように進め

ていくのかというお問いだったかと思い

ます。 

 今年度におきまして、関係各課の職員を

構成とするＲＰＡ導入検討会議を設置し、

検討を進めてまいりました。各課職員が当

課職員と常駐ＳＥからの支援を受けなが

ら、実際ＲＰＡツールを操作し、シナリオ

という手順書の作成を行いました。 

 対象といたしましては、基幹系システム

を利用する３課の８業務について実証実

験を行い、一定の効果を得ることができま

した。 

 令和２年度からの本格的導入を進める

に当たりましては、庁内で研修を予定して

おり、ＲＰＡを業務効率化の一つの手法と

して取り入れることを、全庁的に求めてま

いりたいと考えております。 

 特に基幹系システムを利用する課に対

しましては、実機を用いて操作研修をあわ

せて行い、ＲＰＡを扱える職員を育成する

取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○野口博委員長 中尾参事。 

○中尾情報政策課参事 それでは、質問番

号３番、予算概要３８ページ、基幹統計調

査事業の事業内容についてのご質問にお

答えさせていただきます。 

 令和２年度に実施いたします基幹統計

調査事業で主なものは、工業統計、国勢調

査の二つの調査事業がございます。 

 調査の概要といたしましては、工業統計

調査は、毎年６月１日現在の製造業に属す

る従業員者数４名以上の、国から指定のご

ざいました約５３０の事業所を対象とし

て、指導員２名、調査員１７名程度で調査

票の配布などを行い、従業員数や出荷額の

調査などの調査を予定しております。 

 国勢調査は、令和２年１０月１日を基準

日として、摂津市にお住まいの全ての方を

対象に指導員８０名、調査員５２０名程度

で調査票を配布・回収し、世帯に関するこ

とや世帯員に関することを調査する予定

でございます。 

 このほかにも、令和３年度に実施が予定

されております経済センサス活動調査の

準備事務、それから、学校基本調査などが

ございます。 

 いずれの調査にしましても、法定受託事

務でございますから、調査に要する費用は、

地方財政法第１０条によりまして国より

全額支給されるものとされております。 

 このことから、歳入におきましても、基

幹統計調査費委託金として同額を計上さ

せていただいております。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、質問番号４

番、市民税課に係りますご質問にお答えい

たします。 

 主要事業１７ページ、課税事務事業、各

種課税事務の外部委託の内容についてと

いうことでございました。 

 この委託の業務内容につきましては、税

証明等の窓口業務、個人市民税の当初課税

業務及びその他課税の例月業務に関する

補助業務でございます。 

 委託期間に関しましては、令和３年１月
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から令和５年１２月までの３年間を予定

いたしております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 中西部参事。 

○中西総務部参事 質問番号５番、航空写

真を毎年撮影する必要性についてご答弁

申し上げます。 

 固定資産税の適正な課税を実施するた

めには、課税客体であります土地及び家屋

の毎年１月１日の賦課期日現在の現況等

を正確に把握するということが重要なこ

とになっております。 

 職員みずからが市内全域を踏査しまし

て、現況調査等も実施しておりますが、限

られた期間の中におきまして全地域の土

地の利用状況、家屋の増改築や滅失等の状

況を全て調査して把握するということは、

非常に困難な状況となっておりまして、こ

のような状況におきまして、広域にわたり

ますこういう課税客体を正確、かつ効率的

に把握するためには、航空写真を活用する

ことが最もすぐれた方法であると考えて

おります。 

 また、実地調査を行うことにつきまして

は、地方税法においても義務づけられてお

りまして、平成５年６月には、当時の自治

省のほうから、有効かつ効率的な航空写真

を活用した固定資産の現況把握を推進す

るようにというような通知文書も出され

ているものでございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災管財課長 では、防災危機管理

課及び資産活用課に関しますご質問にお

答えいたします。 

 まず６番目、ＬＥＤでございます。ＬＥ

Ｄ防犯灯等防犯推進事業の概要でござい

ますが、現在、摂津市には、約６，５００

の防犯灯がございます。これらは全て蛍光

灯からＬＥＤに置きかわっております。 

 方向性なんですけれども、令和２年度も

引き続き地元の皆さんからの要望にお応

えする形で、夜間暗くて危険な箇所に防犯

灯を設置してまいる方向性でございます。 

 続きまして、質問番号７番でございます。

市営住宅でございます。市営住宅指定管理

者制度が導入されまして、工夫を凝らされ

て入居者の満足度を向上させている部分

というところなんですけれども、具体的に

は、指定管理を導入することによりまして、

住民の方からの問い合わせ、トラブルなど

の３６５日、２４時間の電話対応でござい

ましたり、実際の修繕につきましても、修

繕部隊が摂津市内で常駐しておられます

ので、非常にスピーディーに対応していた

だいております。また、家賃の口座振替や

コンビニ収納も開始することができまし

た。 

 それに加えまして、安全・安心というと

ころで、電話を利用いたしましたオートメ

ッセージによります安否確認でありまし

たり、このあたり、特に安心・安全の部分

で随分工夫を凝らしたきめ細やかな対応

をしていただいております。 

 続きまして、質問番号８番、防災資機材

及び備蓄に関するご質問でございます。 

 令和２年度といたしましては、新たに青

少年運動広場にマンホールトイレが６基

新設されることになりましたので、これに

対応するためにマンホールトイレ用のテ

ントとマンホールトイレ、これを新規で購

入いたします。 

 また、消費期限が切れます食料品であっ

たり、備蓄水、このあたりの消費期限が切

れる量に合わせまして買いかえを進めて

まいります。 
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 続きまして、質問番号９番でございます。

防災演習事業でございます。毎年秋に行っ

ております摂津市総合防災演習で、内容的

には同程度を想定しております。 

 予算編成の具体的な予算の中身といた

しましては、消防のレスキュー救援実習に

使用いたします仮設建物の設置及び解体

でありましたり、水防訓練に使用いたしま

す土のう袋用の土の搬入及び撤去、また、

本部テントやパイプ椅子などの設置及び

撤去費、このあたりが内容でございます。 

 続きまして１０番、小・中学校への鍵ボ

ックス設置ということでございますが、こ

の経緯ということなんですけれども、我々、

防災担当の大きなミッションの一つとい

たしまして、何か自然災害が起こったとき

に一刻も早く避難所を開設するというこ

とがございます。 

 ただ、この小・中学校に関しましては、

避難所班の責任者にだけ鍵を渡しており

まして、例えば大規模な地震のとき、その

責任者が一番最初にたどりつけるかどう

かというのは、非常に未知数な部分がござ

います。 

 そこで、学校の敷地内に鍵ボックスを設

置いたしまして、避難所の責任者以外の避

難所班の職員が先にたどりついたとして

も、その鍵ボックスから鍵を取り出して避

難所を開けるということで、早期に避難所

を開けることを目的に設置したものでご

ざいます。 

 続きまして１１番、ＡＲ機器ということ

でございます。このＡＲ機器というのは、

浸水被害を視覚的に疑似体験いただくよ

うな機器でございまして、その物といたし

ましては、ちょうどスキーのゴーグルをち

ょっと大きくしたような製品でございま

して、中にスマートフォンが仕込まれてお

ります。片手で持ち上げまして中をのぞき

込むことによりまして、周りの風景に洪水

が押し寄せてくる、そういう画面がプラス

して映し出される仕組みでございます。 

 私も試しにつけてみたんですけれども、

非常に映像は鮮明で大変臨場感がござい

ますことから、啓発の場面で市民の皆さん

にこの水害の恐怖を疑似体験いただくこ

とで、万一の際、迅速な避難行動がいかに

大切かというあたりを体験していただき

たいという目的で、導入したいというとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、松本委員の

正雀南千里丘線外２路線道路改良事業に

ついてのご質問にお答えさせていただき

ます。 

 現在、事業用地全体の約５０％を取得し、

歩道として供用済みでございます。残り約

５０％につきましては、現況存在しており

ませんが、法務局備えつき地図、いわゆる

公図に存在する水路が各土地の確定作業

に支障を来しておりました。 

 解決方法につきましては、公図を訂正し

なければなりません。訂正するには、地域

内の利害関係者が合意して、現況における

境界線を採用し、必要な資料を作成する必

要がございます。 

 そのため、まずは国有地であります水路

について整理する必要があり、この問題を

解決するため、関係地権者の方々によって

その整理・作業が進められ、約１年５か月

の時間を要し、所有権の確認が完了したと

ころであると伺っており、一つの課題が解

決したところでございます。 

 ただし、水路の問題は解決したところで

ございますが、もう一つ問題がございまし
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て、現地と公図の地番配列の不整合という

問題があります。このようなケースは不動

産の登記法手続上、かなりハードルが高い

案件でありますが、本事業を完成させるた

めには、本市が先頭に立ちまして、関係す

る地権者の協力のもと進める必要がある

と考えております。 

 そのため、これらのことを含め、現在、

法務局と公図訂正に向けた協議を行って

いるところであります。 

 法務局のほうからは、公図訂正の作業に

つきまして、道路で囲まれた画地内全ての

関係地権者の合意が必要であるとの回答

を受けており、令和２年度、本予算をもち

まして解消ができるよう、関係地権者への

説明と協力を依頼し、取り組んでまいりた

いと考えております。 

 続きまして、千里丘三島線道路改良事業

の進捗状況でございますが、本事業におき

ましては、平成２８年度から事業を開始し

ておりまして、平成３０年度は物件移転補

償契約を２件と借家人移転補償契約を１

件、それぞれ取り交わして事業用地を確保

しております。 

 令和元年度、今年度ですが、現在のとこ

ろ、千里丘駅南交差点の角地にあるテナン

トビルに入居する借家人に対しまして、全

て契約が完了し、移転の手続へと進めてい

る状況でございます。 

 続きまして、自転車通行空間、矢羽根型

路面表示の効果についてでございますが、

本会議でも答弁させていただきましたよ

うに、茨木市では、人口１，０００人当た

りの自転車関連事故件数が自転車通行空

間の整備前後で２．０４から１．０１と半

減しており、その効果が顕著にあらわれて

いる状況でございます。 

 本市においては、平成２８年３月にモノ

レール南摂津駅から府道大阪高槻線まで

の区間、はなみずき通りにおいて約３００

メートルの自転車通行空間、矢羽根型路面

表示整備を完了しております。 

 この効果につきましては、自動車運転者

に対しまして、車道に矢羽根型路面表示を

設置することで、自動車運転者にも自転車

の車道走行の認識が図られるとともに、駐

停車の抑制にもつながるものと考えてお

ります。 

 また、自転車利用者に対しましては、警

察庁が自転車利用のルールの認知度と遵

守度についてアンケート調査を行ったと

いうのが公表されておりまして、自転車は

車道通行が原則、歩道通行は例外、車道の

左側通行などのルールを知っているにも

かかわらず、多くの人が守っていないとの

結果が出ております。 

 このようなことから、矢羽根型路面表示

を設置することで、改めて車道走行や左側

通行及び逆走防止などの認識を向上させ

る効果があり、意義があるものと考えてお

ります。 

 続きまして、未就学児移動経路のハンプ

についての効果についてでございますが、

まずハンプの構造につきましては、国土交

通省の通知している技術基準がございま

して、ハンプ部につきましては、通行する

自動車を十分に減速させる構造を標準す

ると書かれておりまして、その構造は高さ

１０センチメートル、傾斜部の縦断勾配は

平均で５％、最大で８％とされている、そ

ういった構造となっております。形状とし

ましては、両側２メートルに傾斜部、２メ

ートルの平たん部といった構造となりま

す。 

 期待できる効果としましては、国土交通

省の調査結果でございますが、ハンプの設
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置による速度抑制効果が確認されておる

ということで、実験の前では４３．２キロ

メートルで走行していた道路部分がハン

プ設置の実験後、３１．６キロメートルと、

約１２キロメートルの時速軽減ができて

いるという結果が出ております。 

 このようなことから、未就学児の安全対

策として効果が発揮できるものと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、１６番目

のご質問の、令和２年度における橋梁長寿

命化修繕事業の内容についてお答えいた

します。 

 本市は現在、道路法による認定、管理し

ている橋梁が１７３橋ございます。 

 橋梁につきましては、平成２６年に５年

に一度の定期点検が義務化されまして、以

後、５年で全ての橋梁の点検が一巡するよ

う、定期点検を実施しております。令和２

年度は４０橋の定期点検を実施する予定

でございます。 

 また、定期点検における橋梁の評価は、

ⅠからⅣの４段階で評価されますが、令和

２年度はこれまでの定期点検で、５年以内

に修繕が必要となるⅢと評価された橋梁

３橋の修繕を行うものでございます。 

 その主な内容といたしましては、柳田橋

及び無名橋２橋におきまして、コンクリー

トの断面修復やひび割れ補修、橋梁ジョイ

ント部の補修を行うものでございます。 

 続きまして、１７番目のご質問の、狭隘

道路の整備事業の中で、現状の制度の課題

についてお答えいたします。 

 現在の助成制度は、平成２０年度より実

施しておりますが、その内容といたしまし

ては、３００平方メートル未満の建築確認

申請で、個人の居宅建築の際に道路の後退

整備が発生する場合におきまして、道路舗

装や側溝整備などの後退整備に係る費用

及び寄附に向けての土地の分筆登記費用

に対して助成を行っておりまして、近年は

１，０００万円の予算をいただいている中

で、助成実績といたしましては年間大体５

件程度、助成の額といたしましても２００

万円程度でございます。 

 しかしながら、それぞれの建築行為によ

って、狭隘道路の幅員を広げていくという

形の発生主義的な対応となりますので、全

線にわたり狭隘道路を解消するには相当

の年月を要します。開発の妨げとなってい

る狭隘箇所が依然として存在することか

ら、より効果的・効率的な助成制度の検討

が必要となっております。 

 続きまして、１８番目の道路床板修繕事

業の修繕内容についてお答えいたします。 

 正雀本町２丁目の安威川右岸２号線は、

昭和５０年代初めに、神安土地改良区が管

理いたします水路の上部に、コンクリート

製の床板、いわゆるふたでございますが、

これを設置いたしまして、自転車・歩行者

道路として整備されております。その後、

隣接する形でふれあいづつみが整備され、

これと一体となった歩行空間が形成され

ておりました。 

 昨年５月に当該道路において一部の床

板が破損いたしまして陥没するという事

案が発生しました。水路内からの目視点検

を行ったところ、床板の劣化が進んでいる

状態が確認されましたので、通行者の安全

を確保するために、当該道路の立ち入りを

現在、規制いたしております。また、その

後の詳細調査を踏まえまして、本事業で床

板の修繕を行うものでございます。 

 その内容といたしましては、現在の床板
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を撤去した上で、必要な箇所に現状のふれ

あいづつみへのアクセスを確保いたしま

して、自転車や歩行者が通行する機能を復

元するものでございます。 

 なお、床板の撤去箇所の対策については、

水路管理者である神安土地改良区や地元

自治会と十分な協議・説明を行ってまいり

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 西川部参事。 

○西川建設部参事 １９番目のご質問、モ

ノレール駅可動式ホーム柵の設置事業に

ついてお答えさせていただきます。 

 今回、予算計上しておりますホーム柵の

設置補助金につきましては、ホーム柵の設

置費用の６分の１を計上させていただい

ているものでございまして、南摂津駅のホ

ーム柵の設置事業でございます。 

 大阪高速鉄道株式会社による転落防止

を目的とした可動式のホーム柵の設置事

業につきましては、平成３０年度から設置

を進めてございまして、千里中央駅の１駅、

それから令和元年度には南茨木駅や門真

駅の７駅、それから令和２年度には大日駅

や南摂津駅の５駅を予定されております。

また、令和３年度には摂津駅を予定されて

いると聞いておりますので、設置順番につ

きましては、乗降客数の順番で設置されて

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、松本委員

の２０番目の、水路台帳作成業務委託料の

内容についてご答弁申し上げます。 

 水路は、田畑への用排水機能を有してい

るだけでなく、特に、鳥飼地域の下水道に

おける整備が途上であることから、日々の

水防活動をはじめ、大雨時の内水排除とい

った下水道施設の役割も担う重要な施設

となっております。 

 現在、市内の水路延長は約１２３キロメ

ートルあり、その維持管理を水路網図、並

びに水路台帳で行っております。 

 水路網図や水路台帳が作成されて以来、

水路も田畑がなくなったことで不要な箇

所もあり、また、道路や歩道の一部として

利用するため、ふたをかけたりした水路が

あったりと大きく変化しており、今後の水

路の機能や構造などを含めた水路のあり

方を検討していくことが課題となってお

ります。 

 既往資料などをもとに水路網図、並びに

水路台帳を更新するとともに、他の水路管

理者の水路も新たに記載することで、水路

の維持管理範囲などを明確化することが

できることから、本業務で作成を行うもの

であります。 

 続きまして２１番目、花壇等の維持管理

充実事業について、内容と取り組みについ

てお答えいたします。 

 花壇等の維持管理充実事業は、市内に５

６か所あります花壇やプランターのうち、

市が直営で管理する２０か所の維持管理

に係る費用であり、主なものとしましては、

花壇に植える花苗や肥料などの原材料、フ

ラワーポットや鉢などの消耗品、潅水用の

水道代、花壇の修繕費などがございます。 

 取り組みといたしましては、本年度にお

いて、鶴野苗圃にビニールハウスを設置し、

季節にとらわれることなく多種多様な草

花を市内花壇に咲かせることができるよ

うになりました。また、市内花壇に花と木

の実践養成教室の参加者や活動団体の

方々が作成した家やお城などのモルタル

造形を花壇に設置し、今までと違った花壇

を見ていただくことで、花壇活動に興味を
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持ってもらえるような花壇づくりに取り

組んでまいりました。 

 続きまして２２番目、シティプロモーシ

ョンの観点から、明和池公園と新幹線公園

についてのお問いにお答えいたします。 

 まず、明和池公園でございますが、明和

池公園は、健都における摂津市側唯一の公

園として現在、周辺地域の多くの方々の運

動と憩いの場所としてご利用いただいて

おります。また、近隣マンションの開発や

健都イノベーションパークの企業誘致、千

里丘駅西地区の再開発など、周辺地域の発

展によりさらなる利用者の増加が見込ま

れるところであります。 

 これらポテンシャルを秘めた地域にふ

さわしい公園として、まずは民間活力の導

入の可能性を検証し、健康と医療をテーマ

としたまちを目指し、健都の特徴を生かし

たさらなるにぎわいの空間とする検討を

深めてまいります。 

 次に、新幹線公園でありますが、昨年の

決算審査に係る委員会でも松本委員より、

シティプロモーションを進めていく中で

新幹線をどのようにしていくのかという

ご質問を受け、その答弁の中で、公園の周

辺に駐車場がないことや案内板などのＰ

Ｒ不足などが新幹線公園の利用者が増加

しない問題点であるということを答弁さ

せていただきました。新幹線公園を広く知

っていただくためにも、シティプロモーシ

ョンを踏まえながら、関係部署である広報

課とも駐車場の設置や案内看板などにつ

いて検討をしてまいりましたが、場所の選

定などには大きな課題があり、その課題解

決には時間も必要となることから、引き続

き関係部署である広報課と連携をとりな

がら検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○野口博委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、２３番目の、

空家対策の取り組みの内容についてのお

問いにお答えいたします。 

 近年、人口減少、既存住宅の老朽化、新

築住宅の増加等に伴う空き家の増加によ

りまして、社会問題が全国的に広がり、本

市におきましても大きな課題となってお

ります。 

 この間、災害対応を含め、全庁的な職員

による取り組みも進めてきたところでご

ざいます。 

 国におきましては、平成２７年５月に空

家等対策の推進に関する特別措置法が施

行され、それを受けまして、本市におきま

しても、平成２８年度から庁内の横断連携

体制を構築し、調査・研究を始め、平成３

０年度には、市の取り組む基本方針等を定

めた摂津市空家等対策計画を平成３１年

３月に策定したところでございます。 

 その計画を受けまして、令和元年度から

所有者の適正管理を前提といたしまして、

危険な空き家に対し、この法律を使った措

置を講じる取り組みを進めてきたところ

でございます。 

 具体的に申しますと、令和元年５月から、

この空家法第１２条という規定がござい

ますが、助言ということで、この特定空き

家の候補に該当するような危険な空き家

の所有者に対しまして文書を発送いたし、

再度時期を見まして、９月に連絡、応答の

ない２件に再度この文書を発送したとこ

ろでございます。 

 昨年１１月には、庁内の調整会議におき

まして、特定空家等判定基準に該当する候

補を抽出し、この２月には、特定空家等候

補を摂津市で初めて認定し、ステージをア

ップさせて、空家法第１４条１項による指
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導ということで文書を送付したところで

ございます。 

 この間、昨年の５月２０日には、大阪司

法書士会のほうと、これは相続発生に伴い

ます所有者不明問題、こちらの解決も並行

して急務でございますので、連携をとりな

がら、この相続に伴います所有者不明問題

に対しても加速化させるために、司法書士

に委託も行っております。 

 この初めて認定させていただいたとこ

ろについても相続は発生いたしておりま

して、司法書士の委託によりまして所有者

を特定し、この手続を打ったところでござ

います。 

 続きまして、震災対策推進事業、耐震化

促進の取り組みについてのお問いにお答

えいたします。 

 平成２９年３月に策定いたしました本

市の第２期耐震改修促進計画に基づき、耐

震化促進の取り組みを進めてまいったと

ころでございます。 

 対象は、昭和５６年５月以前の建築基準

法の中での、旧耐震基準と申し上げている

建て方で建てられた住宅建築物で、耐震性

の不足が見られますことから、所有者ご自

身で耐震診断を行い、耐震性を高める補強

設計及び改修工事を行っていただくこと

で、耐震化が図られ、安心して居住できる

まちづくりに寄与するとともに、大地震時

など、建物倒壊による避難路の閉塞など、

地域の安全確保が狙いの事業でございま

す。 

 このため、住宅の所有者に対しまして、

耐震診断や耐震改修に係る費用の一部を

補助する制度を運用してきたところでご

ざいます。 

 また、平成２８年度からは除却の補助制

度、平成３０年度からは耐震シェルターの

補助、この間、平成３０年６月に発生いた

しました大阪北部地震の痛ましい事故を

受けまして、この同年８月から、ブロック

塀撤去補助を創設したところでございま

す。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松田部参事。 

○松田消防本部参事 それでは、質問番号

２５番、消防団に貸与する保安帽の更新に

ついてお答えいたします。 

 現在、各分団に配備されております保安

帽は、全て１０年以上経過しており、経年

劣化が進んでおります。消火活動や地震等

の災害活動時に危険な場所での活動を考

えますと、消防団の身を守る個人装備とし

て、落下物等から頭を守るだけの強度があ

るとは決して言えないのが現状でござい

ます。 

 平成２６年２月７日に、消防団の装備の

基準の改正により、保安帽は消防活動上、

重要な個人装備として位置づけられ、衛生

面から考えましても、個人貸与が適切であ

ると考えております。 

 今回、導入予定の保安帽は、しころの取

り外しができ、訓練時や災害時には保安帽

として、消火活動時にはしころを取りつけ、

防火帽として活用できる仕様を考えてお

ります。 

 消防団活性化総合計画検討委員会にお

きましても、必要な装備品の検討を行って

いただき、その内容と国の基準を合わせて

個人装備を充実することで、消防団員の皆

様の安全を確保してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、質問番号２６番、摂津市第二分団

屯所建設工事及び摂津市第三分団屯所解

体についての質問にお答えいたします。 

 摂津市第二分団屯所でございますけれ
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ども、平成３０年の大阪北部地震で被害を

受け使用不能となり、平成３０年１１月に

解体をいたしました。同じ場所での建てか

えを計画し、令和元年度に予算措置をいた

だいておりましたが、土地の筆界確定に時

間がかかり、年度内の竣工ができる見込み

がなくなりましたことから、令和２年度、

改めて予算措置をお願いするものでござ

います。  

 事業費につきましては、設計委託料、管

理委託料、工事費等の合計１，９９２万９，

０００円でございます。 

 次に、摂津市第三分団屯所の解体につい

てでございますが、旧味舌小学校跡地に建

設予定の体育施設の併設施設として建設

するに当たり、令和２年度に現屯所の解体

工事の費用を計上するものでございます。 

 事業費は、工事管理委託料が６８万円、

解体工事費が５０７万５，０００円で、合

計５７５万５，０００円でございます。 

 続きまして、２７番目の質問の、消防の

人員体制について、現状はどうなのかとい

うご質問にお答えいたします。 

 平成３０年４月に条例改正をいただき、

現在の消防職員の定数は１０３名となっ

ております。平成３１年４月採用の職員が

１０月に消防学校初任科を終え、６名がふ

え、現在の消防本部の消防吏員数は９８名

となっております。 

 その内訳は、日勤者が消防長、次長を含

めまして、総務課４名、予防課７名、警備

課２名、指令センターが１名の計１６名で

ございます。隔日勤務者におきましては、

消防署警防第１課、第２課及び警備課を合

わせまして７７名、指令センター５名とな

っております。加えて、事務嘱託員が２名

で、総務課、予防課にそれぞれ配置してお

ります。現在は、合計１００名体制で職務

に当たっております。 

 昨年１１月から救急体制の強化という

ことで、本署の選任救急隊を２隊にふやし、

また、千里丘出張所に救急車を配備、運用

を開始するに当たり、日勤から隔日勤務へ

のシフトを行うなど、消防本部内で創意工

夫を行い、運用してきたところでございま

す。 

 令和元年１０月の新規採用者３名でご

ざいますが、現在は大阪府立消防学校初任

科に入校しております。この者たちも３月

２７日に修業を終え、令和２年４月には、

この３名も含め１０３名となります。 

 今後も、消防に対する社会のニーズ等を

注視しながら、さらなる消防体制の充実強

化に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号２８

番、主要事業の５ページ、消防本部車両・

資機材整備事業に記載しております事業

内容についてお答えいたします。 

 事業内容は、消防ポンプ自動車と救命ボ

ートの更新でありまして、まずは消防ポン

プ車でございますが、味生出張所に配備い

たしております消防車両であり、消防車両

更新計画に基づき、令和２年度に１台更新

を実施するものでございます。 

 消防車両更新計画は、消防車両の特殊性

を勘案し、車両によって更新年数、更新走

行距離を定めているものでございます。 

 今回、更新の消防ポンプ自動車は、平成

１５年度に整備された車両でございまし

て、購入から１７年が経過し、長年緊急出

動を繰り返すたびに、エンジン関係はもと

より、全車重を支える足回り、また電気系

統などに著しく劣化が進んでいる状況と

なっているため、更新整備を実施するもの
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でございます。 

 続きまして、救命ボートの更新でござい

ますが、こちらも消防車両更新計画に基づ

き、令和２年度に１艇更新を実施するもの

でございます。 

 本市におきましては、一級河川の淀川を

はじめ、安威川、大正川、山田川が流れて

おり、大規模氾濫時の警戒、また、水難救

助用といたしまして本署、そして、各出張

所に各１艇、合計４艇の救命ボートを保有

し、配備しております。 

 そのうち、今回更新を予定しております

のは、味生出張所配備の救命ボートでござ

います。現有の救命ボートは配備から１４

年が経過しており、船体のゴム、敷板など

の傷みも激しく、著しく経年劣化が進んで

いるため、今回、更新整備を実施するもの

でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。一部要望が入りま

す。 

 まず１番目、財政につきまして、建設事

業債、あるいは扶助費の３％増が大きいと

いうところは理解いたしました。幼児教育

の無償化等もございます。昨年の決算審査

に係る委員会では、消費税増税や幼児・保

育の無償化による影響についてというと

ころで議論が交わされました。そこで、実

際に施行されてから、財政としてどのよう

な影響が生じているのか、改めてそこに焦

点を置いてお聞かせください。 

 続きまして、２番目の情報化推進事業、

ＲＰＡの導入というところで、令和２年度

としては、人材育成というところも考えて

いくと、業務効率化を考えているというと

ころを理解いたしました。 

 そうなると、このＲＰＡというものがそ

もそも発展性あるものと理解しています。

今後、どのように展開していくのか、ぜひ

お聞かせください。 

 続きまして、３番目の基幹統計調査事業

について、国勢と工業統計ですか、二つの

調査があるということを理解いたしまし

た。その中で気になっているのは、国勢調

査で調査員が約５２０名程度と、これまた

相当数と思いますけれども、どのように確

保するのか、お聞かせください。 

 続きまして、４番目。各種課税事務の外

部委託についてということで、令和３年か

ら５年にかけてそれを準備していくとい

うことで理解をいたしました。これまで市

民税課につきましては、人材が決して充実

していない状況では、適正な業務をどう取

り組んでいくのかということを議論させ

ていただきました。 

 そこでこの事業に至る背景、そのメリッ

トというものについてどのようにお考え

なのか、お聞かせください。 

 続きまして、５番目。航空写真撮影業務

委託料についてというところで、毎年実施

することの必要性はおおむね理解いたし

ました。その実地でのものと、実際の航空

写真を併用することによって効果を、より

正確なものをするということですけれど

も、改めてこの費用対効果というところで

すかね、航空写真を撮影することによって

実際どのような費用対効果があるのか、改

めてそこについてどうお考えなのか、お聞

かせください。 

 続きまして、６番目のＬＥＤ防犯推進事

業についてということで、約６，５００基

あると。そしてまた、令和２年については

地域の声を聞いてというところを理解い

たしました。 
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 今回は防災危機管理課ということで、防

災も入ります。そこで、防災の観点からも

設置するのか、改めて設置基準については

どのようなものかをお聞かせください。 

 続きまして、７番目の市営住宅管理事業

について。指定管理者になりまして、いろ

いろと工夫されていると、サービス向上が

多々実施されているというところで理解

をいたしました。こちらは要望させていた

だきます。ぜひ少しでも住みよい環境を住

む方々に提供されるように、しっかりと市

としても確認、指導等々もやっていただけ

ればと思います。 

 ７番目は、以上です。 

 続きまして、８番目、防災資機材及び備

蓄用整備事業について。マンホールトイレ、

あるいは、これまで保管していた水等の交

換というところでは理解いたしました。 

 ただ、大阪北部地震での教訓なので、必

ずしもこの計画の中にないもの、計画外で

必要な物資もあるかと思います。このよう

なときに、行政だけでなく、市内企業や団

体との物資融通等が大切かと思いますけ

れども、そこで、民間との防災協定を活用

して有事の際に入手するものの現状につ

いてはどのようなものか、お聞かせくださ

い。 

 続きまして、９番目の防災演習事業につ

いて。今年度の取り組み内容については理

解いたしました。令和２年につきましては、

防災危機管理課と、新しい組織での大きな

訓練となります。防犯と防災が一緒になる

ということで、必然的に警察とより密接な

連携を実践できるかと思いますが、どう考

えているのかお聞かせください。 

 続きまして、１０番目。防災対策事業、

全小・中学校の鍵ボックスの件ですけれど

も、こちら２番目、避難所班が迅速に対応

できるようにするというところでの考え

は理解いたしました。今、各校区の自主防

災訓練で避難所運営班の担当職員が参加

していると認識しております。 

 例えば、先日の別府校区防災訓練でも、

教育委員会と総務課から各１名が参加さ

れて、自主防災会の各役員方と、短いです

けれども会話を交わされ、顔の見える関係

を構築しようとするという、その試みは、

昨年の本委員会で私も要望させていただ

いたこともあり、高く評価いたします。た

だ、もう少しやりとり等をする場を模索す

る必要もあったのかなと思っております。 

 これを踏まえ、市職員はもちろんのこと

ですけれども、最も近い自主防災会の役員

が鍵ボックスを有事に使用して、避難所開

設することはできないのか、どうお考えか

お聞かせください。 

 続きまして、１１番目。ＡＲ機器、私も

実際につけてみたいなとちょっと思いま

した。その中で、この機器導入というのは、

自主防災訓練の活性化ですかね、やはり前

と同じような内容での形骸化が自主防災

会からも懸念されています。このような機

器導入というのが、防災訓練のさらなる活

性化につながるものと期待するものです。 

 この防災訓練事業については、より実践

的な避難所開設訓練についても、やはり自

主防災会からも要望が出ているかと思い

ます。ＡＲ機器導入もそうですけれども、

こういった避難所開設訓練についてもど

うお考えか、確認の上でお聞かせください。 

 続きまして、１２番目。正雀南千里丘線

外２路線道路改良事業につきまして、こち

らの内容については理解いたしました。な

かなか前に進めていない現状ではありま

したけれども、大きく進展するものと、こ

れは期待をしているところでございます。 
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 そこで、改めてこれまでに流れを理解い

たしまして、今後どのように事業を実際に

進めていくのか、お聞かせください。 

 続きまして、１３番目の千里丘三島線道

路改良事業につきましては、現在の進捗状

況については理解しました。実際に移転が

着々と進んでいるかと思います。 

 そこで、令和２年度の取り組みをどのよ

うに考えているのか、これは概要でいいで

すのでお聞かせください。 

 続きまして、１４番目。矢羽根型路面表

示の設置のメリット・効果というところに

ついては、理解いたしました。矢羽根型路

面表示を設置することによって、歩行者、

自転車、そして車と、それぞれが走る場所

を明確化させ、マナーを守らせる効果もあ

るということも合わせて理解いたしまし

た。 

 本市の自転車事故件数が横ばいである

という事実を踏まえ、行動しなければなら

ないのかなと思っております。その対策に

はしっかりと進めていただければと思い

ます。 

 そこで、令和２年度は具体的にどの場所

に設置するのか、改めてお聞かせください。 

 続きまして、１５番目。ハンプの効果に

ついてというところで、約１２キロメート

ルの速度減ということで、非常に十分な速

度抑制効果があるということで、有効であ

ると理解いたしました。 

 それを踏まえまして、実際にどこに設置

するかを検討されているのか、そこをお聞

かせください。 

 続きまして、１６番目。橋梁長寿命化修

繕事業のところですが、５年に一度、令和

２年度で４０橋の点検をされるというこ

とで理解いたしました。 

 その市内点検をされているというとこ

ろですけれども、この点検で全てを行って

いるのかと、また今後、予定としてはどの

ようなものかをお聞かせください。 

 続きまして、１７番目、狭隘道路整備事

業についてと、後退路の整備、補助という

ところで理解いたしました。 

 この課題解決のために取り組む必要は、

私も特に感じております。この助成制度の

進化というものが、ぜひ地権者にきっかけ

を与えるよい施策になればと思います。 

 そこで、令和２年度の取り組みについて、

改めてどのようなものかお聞かせくださ

い。 

 続きまして、１８番目。道路床板修繕事

業についてと。いろいろ検討されていると

いうところを理解いたしました。自治会の

方とも調整をされているということも理

解いたしました。ぜひ地域の方々の声を踏

まえて事業を進めていただければと思い

ます。 

 私も、地域の方と話をする機会がありま

した。この事業には、幾つかの選択肢があ

るかと思います。ふたをしないもの、ある

いは完全に復旧するもの、あるいはその中

間で、これまでの住環境を維持するために

必要な箇所は、安全な通路を確保し、それ

以外は簡易なふたとその周囲に進入でき

ないフェンスを設置するという選択肢、幾

つかのいろいろな選択肢があるかと思い

ます。そういう話もいろいろといたしまし

た。 

 そのような中、ぜひさまざまな選択肢の

中から一番妥当なもの、地域の方と市とが

合意をとれるといったものを、ぜひこれか

ら地域の方々と見出すように要望いたし

ます。 

 １８番目は以上です。 

 続きまして、１９番目。モノレール駅可
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動式ホーム柵設置事業について。こちら６

分の１の補助ということで理解いたしま

した。安全対策で必要であるということも、

当然こちらについては理解しております。 

 ただ１点気になるのは、阪急、ＪＲの駅

についてはこのような話がないのか、どう

なのかということでモノレールだけだっ

たのかと、確認の上でお聞かせください。 

 続きまして、２０番目、農業水路管理事

業。水路台帳作成委託について、現状を把

握するために必要だということで、そこの

点は理解いたしました。 

 そこで、現状把握した水路台帳をどのよ

うに活用されるのかというところを、お聞

かせください。 

 続きまして、２１番目の花壇の位置の事

業についてというところで、いろいろとモ

ルタルの家を置いたりとか、今までとちょ

っと違った工夫をされているということ

を理解しました。私もフェイスブックでど

なたかが上げていたのを確認して、実際に

見に行きました。いいと思います。これは

まさにインスタ映えとか、よい工夫という

のは、シティプロモーションの誇りの醸成

と協働人口、これをおもしろくて見に来る

人ですかね、それにつながる魅力の一つと

なります。 

 例えば、希望花壇を募り、花壇工夫コン

テストなどを行うと、さらに評価されるの

かと思います。評価されること、そして、

インスタグラムなどで取り上げてくれる

ことが花壇整備される方の意欲を向上さ

せ、あるいは、参加者を促すことにつなが

るのかとも考えます。 

 この花壇整備については、緑化推進連絡

会が活動されていると思います。この花壇

整備で障害者の働くこと、あるいは地域貢

献による幸せに活用できないかと、一昨年

一般質問で提案させていただきましたけ

れども、こちらについてどのようになった

のか、お聞かせください。 

 続きまして、２２番目、公園維持管理事

業。シティプロモーションを踏まえ、それ

ぞれ、特に明和池公園と新幹線公園につい

て取り組んでいくというところを理解い

たしました。 

 明和池公園につきましては、代表質問で

も要望させていただきました。ぜひしっか

りとやっていただければと思います。 

 そして、新幹線公園について、駐車場の

確保等々、さらなる検討をされるというと

ころで理解いたしましたけれども、改めて

この新幹線公園について、令和２年度はど

のように進めようとされているのか、お聞

かせください。 

 続きまして、２３番目、特定空家対策事

務事業というところで、非常にこの特定空

き家の事業については大きく前進してる

なということで、高く評価をいたします。

司法書士会とも連携してやっているとい

うところで、よいかと思います。 

 その中でちょっと気になったのが、空き

家解体補助金についてですね。これは、実

際にこれから特定空き家を特定して等々

されるというところなんですけれども、こ

の空き家解体補助金についてはどのよう

なものかをちょっとお聞かせください。 

 続きまして、２４番目の震災対策事業に

ついて。これについてはいろいろとしっか

り進めていくというところで理解いたし

ました。その事業の中で、ブロック塀等撤

去補助金というのは、大阪北部地震からの

反映を受けて実施しているということを

理解しております。 

 ことしも、私の近所でもブロック塀を取

り壊しているところがございます。やはり
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このブロック塀の解体補助金というのが

まだ、いろいろとニーズはあるのかなと思

うんですけれども、この現状と内容につい

て、どのようなものかお聞かせください。 

 続きまして、２５番目の消防団管理事業

の保安帽の件というところで、こちらは火

災だけではなくて、重要な個人貸与である

というところについては理解いたしまし

た。 

 私も大阪北部地震の際、消防団で地域を

回ったときは、当然普通の帽子で移動した

んですけれども、そういったときに上から

瓦屋根が落ちてくるとか、そういったこと

を考えたときには、こういった保安帽がや

はり必要なのかなというのは、改めて理解

いたしました。 

 ただ、実際にそれをどう配布するのか、

お聞かせください。今までは、別府分団で

も、屯所の中にも集積をしているんですけ

れども、どのような形で保管するのかとか、

どのようにお考えなのかをお聞かせくだ

さい。 

 続きまして、２６番目の第二分団屯所建

設と第三分団屯所解体の事業の概要につ

いては、おおむね理解いたしました。 

 この中で特に第二分団屯所建設は、なか

なか前に進まなかったというところです

けれども、どのような経緯になって至った

のか、改めてお聞かせください。 

 続きまして、２７番目の人件費。人員増

加、ほぼ条例どおりに今、人員を確保して

いるということで理解いたしました。ぜひ

その体制をしっかりと維持していただけ

ればと思います。これは、要望にさせてい

ただきます。 

 平時はまだしも、大災害というものは、

この人数でも対応することはなかなか難

しいのが、恐らく現実かなと思いますので、

その点について、やはり有事においては広

域連携というものも、消防としてもしっか

りと考えていただきたいなと思います。ぜ

ひ広域連携の強化についても、幾度も提言

させていただいておりますけれども、令和

２年度もぜひ広域連携強化についてしっ

かりと検討していただければなと思いま

す。これは、以上、要望になります。 

 最後、消防本部車両・資機材整備事業で、

味生出張所のタンク車と水害対応用のボ

ートということで、劣化があるため更新す

るということは理解いたしました。 

 そこで、この新しい機材導入の効果とい

うのはどのように考えているのか、お聞か

せください。 

 以上です。 

○野口博委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時４０分 休憩） 

（午後 ０時４４分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 ２回目答弁からお願いします。 

 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、消費税増税

と幼児教育・保育無償化の影響についてお

答えいたします。 

 消費税につきましては、昨年１０月から

増税となっておりますが、市町村向けの地

方消費税交付金が増収となるのは、今年度

の６月交付分からという形になっており

ます。 

 今回、その増収の影響といたしましては、

前年度当初予算と今年度当初予算の差額

３億８，８００万円、これが増収の効果で

あると大枠では捉えております。 

 一方、幼児教育・保育の無償化につきま

しては、歳出については、予算ベースでは

３億５，０００万円余り増加となっており

ます。 
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 ただ一方で、幼児教育・保育の無償化に

係る国・府負担金等もございます。こちら

のほうが３億２，０００万円ほど増となっ

ておりますので、幼児教育・保育の無償化

に係る一般財源の増加としては３，０００

万円ほどと見込んでおります。 

 ただし、この社会保障の改革、そのほか

にも介護保険の低所得者の保険料軽減で

ありますとか、そういった新しい取り組み

もほかにもございますし、既存の社会保障

の経費にも増加を見込んでおるところで

ございます。今年度については、地方消費

税交付金の増収によって、これらの経費は

何とか賄えるのかなと考えておるところ

です。 

 以上です。 

○野口博委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 それでは、質問番号

２番、ＲＰＡを今後どのように展開してい

くのかというお問いにお答えいたします。 

 令和２年度におきましては、ＲＰＡのラ

イセンスと専用の基幹系端末２台を購入

させていただく予定でございます。単純作

業や定型業務などを、比較的ＲＰＡを導入

しやすい業務を選定して適用していき、

徐々に広げていく形でスモールスタート

をと考えております。 

 また、ＡＩ－ＯＣＲ、手書きの書類や帳

票の文字を読み取りデータ化するもので

ありますが、このＡＩ－ＯＣＲとＲＰＡの

併用により、大幅に作業効率が上がったと

いう先進市の事例も報告されております。

今後、ＡＩ－ＯＣＲの導入や情報系ネット

ワーク環境下での利用についても検討し

てまいりたいと考えております。 

○野口博委員長 中尾参事。 

○中尾情報政策課参事 質問番号３番、国

勢調査における調査員確保についてのご

質問にお答えいたします。 

 国勢調査におきましては、実際、市内各

世帯にお伺いし、調査票等配布・回収を行

っていただく調査員といたしまして、５２

０名程度予定しております。 

 調査員につきましては、市広報誌やホー

ムページによります募集を行っていると

ころでございます。また、これまでの国勢

調査につきましても、自治会の皆様や各団

体の皆様にもご協力をいただいておりま

して、４月以降、順次、調査員の推薦のお

願いに上がりたいと思っております。 

 また、市職員につきましても、指導員を

中心に国勢調査にご協力いただき、それ以

外にも市登録統計調査員や前回調査員経

験者の方々につきましてもお声かけをさ

せていただきながら、調査員の確保に努め

てまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

係ります質問番号４番の、２回目のご質問

にお答えいたします。 

 業務を委託することに係る背景とその

委託化のメリットについてというご質問

であったと思います。 

 市民税課の現状の課題といたしまして

は、特に個人市民税の当初課税業務におき

まして、年々取り扱う資料が増加するとと

もに、たび重なる税制改正等で業務内容が

複雑化しておるということで、長時間の時

間外勤務が生じておることがございます。 

 こうした状況につきましては、今後、職

員の働き方改革を進めていかなければな

らないという中で、業務の効率化、時間外

勤務時間の削減ということを図る必要が

生じてきておるという状況でございます。 

 そうした中で、当初課税業務、例月の各
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課税業務、窓口業務ということを委託する

ことによりまして、それぞれの業務の繁忙

期に必要な人員配置の柔軟な対応が可能

となって、職員の業務量負担軽減でありま

すとか、時間外勤務時間の削減につながる

ものと考えております。 

 こうした時間外勤務時間が削減される

ことによりまして、職員の人材育成に必要

な時間を確保いたしまして、業務の効率化

を図り、市民サービスの向上にもつなげて

いきたいと考えておりまして、メリットと

してはそういうところかと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 中西部参事。 

○中西総務部参事 それでは、私のほうか

ら、航空写真の活用におけます費用対効果

についてお答え申し上げます。 

 費用対効果につきましては、一概には言

えませんが、利用状況等を正確に把握しま

して、公平公正な課税を推進することによ

って、納税者の信頼の向上に努めてまいり

たいと考えております。 

 また、航空写真は固定資産税評価のほか

に、固定資産税課以外の課等におきまして

も、市内の状況調査でありますとか、災害

等の復興調査等にも活用していけるので

はないかと考えております。 

 以上です。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災管財課長 質問番号６番、ＬＥ

Ｄ防犯灯の設置基準についてのご質問に

お答えいたします。 

 これは、自治会や地域の皆様から「暗い」、

「防犯灯を設置してほしい」というお声を

いただいた箇所につきまして、職員が実際

に夜間、現場に出向きまして、まずは現状

を確認いたします。その後、摂津警察や必

要に応じて茨木土木事務所、関西電力、Ｎ

ＴＴなど、地権者や電柱の管理者と協議を

行いまして、防犯効果を総合的に勘案して

設置場所を決定してまいる流れでござい

ます。 

 続きまして、質問番号８番でございます。

備蓄に関しまして、民間企業等と防災協定

等を活用して、有事の際に備蓄品等を入手

してはどうかというお問いに対するご答

弁でございます。 

 現在、民間企業との防災協定によりまし

て、災害発生時、直ちに納品いただくよう

な協定を結んでいるものが幾つかござい

ます。 

 代表的なものといたしましては、段ボー

ル製品でございます。具体的には、避難所

で使用いたします段ボールベッド、間仕切

り、段ボールトイレ等でございます。これ

ら段ボール製品は、災害時、市の求めに応

じまして、段ボール会社から迅速に避難所

に配送される協定になっております。 

 続きまして、質問番号９番でございます。

防犯部門と防災部門が一体化することに

よりまして、防災部門といたしまして警察

と関係が深まること、これをどう考えてい

るかというお問いでございます。 

 防災部門といたしましては、警察と関係

が深まることは大変ありがたいこと、望ま

しいことと感じております。 

 一昨年の大阪北部地震、また台風２１号

の際、例えば電線が切れた、停電した、ま

た家屋の瓦が落下して道路が塞がれてい

る、こういう被害状況、摂津市ではなくて

警察に第一報が寄せられまして、ちょっと

警察のほうから市のほうへの連絡が若干

滞った現場も少しございました。また、特

に電線が切れて火花が散っている、危ない

という現場対応などは、市ではかなり厳し
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いので、警察と連携を組んで出向いたこと

もございます。 

 このようなことから、常日ごろから警察

と連携が一層深まることは、防災担当とし

ては大変望ましいと考えております。 

 続きまして、質問番号１０番でございま

す。小・中学校への鍵ボックスの設置に関

しまして、自主防災の役員にも、鍵ボック

スから鍵を取り出して避難所開設してい

ただけばというお問いでございます。 

 この鍵ボックスなんですけれども、突発

的に発生いたします大地震に備えるもの

でございますが、この大地震の場合は、避

難所開設のその前に、避難所そのものが安

全であるか、これをまず確認できた後に避

難所を開所することになっております。で

すので、この安全確保の部分は、事前に研

修を積みました市職員が担わせていただ

きたいと。現状のままでは、地元の自主防

災の皆さんが鍵ボックスを開けて直ちに

避難所を開所するというのは、少し困難か

なと考えております。 

 続きまして、１１番でございます。地元

の自主防災会の皆さんと避難所運営等の

訓練を実施すべきではというお問いでご

ざいます。 

 長期間の避難所運営、これは、市職員だ

けではもう到底手が回るものではござい

ません。市といたしましても、地域の皆さ

んに参加いただいて、避難所の運営訓練を

したいと考えております。 

 本年度、既に柳田校区の皆さんとは、担

当する職員と柳田校区の自主防災会の皆

さんで、体育館で避難所開所訓練を実施い

たしました。また、いろんな地域の出前講

座でも、ＨＵＧ訓練のお声は非常に多く頂

戴しております。 

 こういう流れをさらに進めまして、自主

防災会の皆さんと避難所運営の訓練につ

なげていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、松本委員の

１２番目、１３番目、１４番目、１５番目

の質問に対してお答えさせていただきま

す。 

 まず、１２番目の正雀南千里丘線外２路

線の今後の進め方でございますが、事業用

地対象地のこの一角は、地図混乱のような

ケースになっていまして、不動産登記上、

手続はかなりハードルが高い案件であり

ます。 

 法務局と協議を行いまして、地図訂正に

必要な手続を確認した上、関係する地権者

の方々へ説明を行いまして、早期に地図の

訂正、公図の訂正ができるよう取り組んで

まいります。残り５０％の用地交渉に向け

て進めていくよう、努めてまいりたいと考

えております。 

 続きまして、１３番目の千里丘三島線道

路改良事業の令和２年度の取り組みでご

ざいますが、千里丘駅南交差点角地にある

テナントビルの物件移転補償契約やその

ほかにも、千里丘東２丁目交差点方面、こ

れは阪急摂津市駅方面に向けての物件６

件について交渉を行い、用地確保に努めて

まいりたいと考えております。 

 関係する一部地権者からは、問い合わせ

に対しまして集まっていただき、今後及び

令和２年度のスケジュールなど不明な点

も説明させていただいているところであ

ります。 

 今後も、地権者の方々には丁寧な説明を

行い、ご理解いただけるよう取り組んでま

いり、事業完了目標であります令和５年度

末を目指して鋭意努力してまいりたいと
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考えております。 

 続きまして、自転車通行空間の矢羽根型

路面表示の、令和２年度の設置場所につき

ましてでございますが、大阪府のほうで令

和２年度に府道大阪高槻線におきまして、

はなみずき通りとの接続点から鳥飼八尾

茨木線との交差点まで整備していく予定

と伺っております。そのため、府道大阪高

槻線と接続する本市の管理道路でありま

す道路において、ネットワークを広げてい

きたいと思っております。 

 令和２年度の施工場所としましては、新

在家鳥飼中線の新在家交差点を中心にし

まして、新幹線までの北側と鳥飼方面への

南側を施工する予定で考えております。 

 それから、ハンプの設置場所についてで

ございますが、淀川沿いの道路であります

南別府鳥飼上線において、鳥飼西４丁目地

域に１か所、鳥飼下３丁目地域に１か所予

定しております。 

 予定場所は、未就学児が淀川河川敷公園

を利用するための散歩経路となっており、

通行車両の速度を抑制させることで安全

面の向上を図るものであります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、松本委員

ご質問の１６番目のご質問で、橋梁長寿命

化修繕事業における、これまでの橋梁点検

の実施状況と今後の取り組みについてお

答えいたします。 

 橋梁点検は、平成２６年度から実施して

まいりましたが、平成３０年度には全橋梁

の１巡目の点検が完了し、令和元年度から

は２巡目の点検に入っております。 

 本市では、平成２５年に主要橋梁３９橋

の橋梁長寿命化修繕計画を策定しており

ますが、１巡目の橋梁点検が完了しました

ことから、この結果をもとに市民の通行の

安全・安心を確保し、道路施設の適切な維

持管理をより一層推進するため、計画対象

橋梁を３９橋から法定の全１７３橋に拡

大し、橋梁長寿命化修繕計画の改定作業を

進めているところでございます。 

 今後は、計画に沿って、損傷が顕在化す

る前の軽微なうちに修繕を行う予防保全

型の修繕を実施することで、より効果的・

効率的な維持管理を行うとともに、修繕に

係る費用の平準化とコスト縮減を図って

まいります。 

 続きまして、狭隘道路整備事業におきま

して、令和２年度の取り組みについてお答

えいたします。 

 都市計画法第２９条に規定する５００

平方メートル以上の開発行為では、開発区

域外の接続道路から開発地に至るまでの

道路の幅員が４メートル以上必要となり

ますが、部分的に狭隘な箇所があるために

開発が制限されているエリアがございま

す。そのために、小規模の宅地開発などに

より、行きどまりなどで無秩序な道路が整

備され、円滑な交通や救急、消防、災害活

動にも支障を来し、良好な住環境の妨げと

なっております。 

 そこで、狭隘道路の現状の調査を行い、

狭隘道路がエリアごとにどのような構成

をされているか把握できる資料を作成し、

狭隘道路を整備することで、住宅開発等の

新たな土地利用の転換、地域の活性化につ

なげることのできるエリアの洗い出しを

行います。また、エリア全体に効果が生ま

れる路線を選定し、開発工事の際に、前面

道路以外であっても狭隘箇所の整備の支

援ができるような制度の検討を行うもの

でございます。 

 以上です。 
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○野口博委員長 西川部参事。 

○西川建設部参事 ご質問のホーム柵の

市内の駅の状況について、お答えさせてい

ただきます。 

 摂津市内におきましては、モノレール駅

が２駅、ＪＲは千里丘駅、阪急は正雀駅と

摂津市駅の合計５駅ございます。千里丘駅

の１日の乗降客は約４万人、正雀駅は約２

万人、摂津市駅は１万４，０００人という

状況でございます。 

 国は、１日の乗降客を１０万人以上の駅

を優先に整備を進める方針でございまし

て、鉄道事業者に対して補助を行っており

ます。ＪＲでは大阪駅や、それから高槻駅

などの一部のホームや、新駅でございます

総持寺駅のホーム柵の設置、また、阪急で

は十三駅の一部ホーム柵が設置されてい

る状況で、まだまだ時間がかかるような状

況でございます。 

 モノレールの南摂津駅につきましては、

１日当たり９，７００人の乗降客、摂津駅

につきましては５，３００人の乗降客では

ございますが、モノレールにつきましては

他の鉄道駅と異なり、ホームからの高さが

大きく、落下した場合に重大事故につなが

るということから、設置を進められている

という状況でございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、松本委員

の２０番目、２１番目、２２番目の２回目

の問いに、お答えしたいと思います。 

 まず、２０番目でありますが、完成した

水路台帳をどのように活用していくかの

問いに、お答えいたします。 

 水路網図並びに水路台帳を活用するこ

とで、田畑の耕作者や開発業者などからの

問い合わせに時間をかけず、より正確に水

路の情報を伝えることができるようにな

り、また、水路の維持管理につきましても、

今までは必要な箇所のみ修繕を行ってま

いりましたが、長期、短期の修繕計画を立

てることが可能となります。 

 治水の面におきましては、水路の上下流

の流れや、あと、その流れの方向などが明

確になるため、水防活動時のゲートやポン

プ操作の判断材料とすることができます。 

 また、水路は下水道施設も兼ねているこ

とから、今後の水路の廃止や他の施設への

転用などについて、関係各課との協議を進

める上で、重要な情報資料として使用して

まいります。 

 ２１番目の２回目の問いに、お答えしま

す。 

 日ごろより市内の緑化推進にご尽力い

ただいております緑化推進連絡会に参加

しております花いっぱい活動団体が、現在

３８団体ございます。この団体で市内花壇

の維持管理を行っていただいております

が、花壇活動を行う上での問題として、ど

の団体からも参加者の高齢化が進み、活動

が難しくなってきているとの声を聞いて

おり、新たな参加者の獲得が課題となって

おります。 

 そのような状況の中、障害福祉課より、

ある障害者団体へ、社会への貢献や、やり

がいなどを感じるための一つとして、花壇

活動への参加を提案したところ、興味を示

してくれたとの話があり、緑化推進連絡会

や関係各署と協議を行ったところ、花いっ

ぱい活動団体として活動していただくこ

ととなりました。 

 ４月から活動が始まると聞いておりま

すが、今後は障害者の方々がやりがいを持

って活動ができるよう見守りつつ、新たな

担い手として、他の活動団体にも参加でき
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るきっかけづくりとなるよう、引き続き、

関係各署と連携を図ってまいります。 

 次に、２２番目の２回目の問いに、お答

えします。 

 新幹線公園は、シティプロモーションの

観点からも重要な施設に位置づけられて

いることは認識しております。駐車場など

の課題解決には時間が必要ではあります

が、新幹線公園の魅力を発信できる周知方

法やイベントなどについて、環境の場とし

て公園を提供できるよう、シティプロモー

ションの関係部署である広報課とも協議

を行ってまいります。 

○野口博委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、２３番目の空

き家対策の２回目のお問いで、空き家解体

補助金の内容につきまして、ご答弁させて

いただきます。 

 先ほど答弁させていただいたとおり、空

き家対策計画に基づきまして、今年度から

法律を使った形での空き家対策の取り組

みを進めているところでございます。 

 この中で、先ほども申し上げましたとお

り、文書を所有者あてに送付もいたし、連

絡のやりとりができているところについ

て所有者との連絡調整をさせていただい

ておりますが、そのやりとりにおきまして、

やはり所有者の適正に管理するという意

識のところで、やはり負担感があるという

ところで、これがひいては空き家の適正管

理に結びついていない一つの要因なのか

なというところは推測いたします。 

 危険な空き家の解体、除却に関しまして

も、行政が一定費用面の支援を行うことで、

空き家対策の進展が加速化することも、だ

んだんと判明してきている状況でもござ

います。その中で、令和２年度から解体費

用の一部を新たに創設し、これは国庫補助

の制度を活用する形ではございますが、空

き家対策を加速化させていきたいと考え

ております。 

 空き家が放置された状態は、ご存じのと

おり、やはり老朽化の進行が早く、周辺へ

の景観を損ねるだけでなく、放火や犯罪、

建物の外壁などの倒壊リスクが高まるお

それがございます。また、仮に第三者に危

害が及ぶことになりますと、所有者の管理

責任が求められるということで、周辺の近

隣地域の生活環境に対し、大変な影響を与

えることになろうかと思います。 

 そういったような状況の中で、やはり所

有者の空き家を放置する部分では、やはり

管理費用がかさんだり、解体費用も相当か

かるということで、放置の状態が続く傾向

にあるのかなと。また、先ほど来の代表質

問でもありましたとおり、固定資産税の税

制面の特例措置というところが、建物が建

っておりますと、そのまま続くというとこ

ろの部分もございまして、そこが一向に進

まない現状にもあるのかなと、一つの要因

なのかなとも考えております。 

 こういうような状況を踏まえて、この解

体補助金を行政が支援することによりま

して、空き家対策を進展させてまいりたい

と考えております。 

 引き続きまして、２４番目の２回目のブ

ロック塀撤去補助金の内容につきまして、

ご答弁させていただきます。 

 先ほども申し上げましたとおり、耐震化

促進の一環といたしまして、ブロック塀撤

去補助金の創設に至ったところでござい

ます。これは平成３０年６月の大阪北部地

震によりまして、高槻市内の小学校で痛ま

しいブロック塀倒壊による事故が発生い

たし、全国的な社会問題化をしたところで、

それが契機となりまして、本市におきまし
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ても、同年８月からブロック塀撤去に関し

て費用の補助制度を創設したところでご

ざいます。 

 具体的な内容といたしますと、ブロック

塀の撤去費用に最大２０万円を補助する

制度でございます。公道、公園に面した高

さ８０センチメートル以上が対象となり

まして、国や大阪府も財政支援を設立して

いるところでございます。 

 平成３０年度におきましては２６件、３

０６万８，０００円執行させていただいて

おります。今年度の見込みでございますが、

１４件、１９５万７，０００円が執行予定

でございます。 

 引き続き、令和２年度につきましても補

助制度を継続させてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松田部参事。 

○松田消防本部参事 ２５番目の保安帽

の配布の仕方、管理及び保管についてのご

質問に、お答えいたします。 

 保安帽の購入数につきましては、基本団

員分及びＯＢ団員分合わせて３７０個を

一括購入し、一斉に貸与する予定でござい

ます。 

 貸与の時期につきましては、仕様書の作

成、入札を終えた後、発注から納品まで約

４か月ぐらいかかると聞いておりますの

で、大体１１月ごろには配布できるかと考

えております。 

 次に、管理及び保管についてでございま

すけれども、分団によって異なるとは思い

ますが、これまで屯所内での保管、車両に

積載しておられるところがほとんどだと

伺っておりました。新しい保安帽の貸与後

は、個人保管をお願いしたいと考えており

ます。地震等の災害発生時におきましては、

まず自分の身を守ることを最優先に考え

ていただき、また、ご家族の安全が確保さ

れた後に、自宅から屯所へ向かう場面も想

定されますので、その間の安全も確保しな

ければなりません。個人装備の重要性をご

理解いただき、個人での保管、管理をお願

いしたいと考えております。 

 続きまして、２６番目、摂津市第二分団

屯所建設がおくれた経過についての質問

に、お答えいたします。 

 平成３０年度末に建設に必要な屯所用

地、境界測量を終え、その結果に基づき、

隣地所有者と筆界確認合意後に、順次設計、

建築を予定しておりましたが、見解の違い

により合意が得られず、法務局に判断を委

ねることとなりました。平成３１年３月に、

筆界特定制度への申請を行ったところで

ございます。結果が出るまで約１０か月を

要し、昨年末に法務局の判断が出されたと

ころで、その後１月末に双方で最終合意を

得られたところでございます。年度の残り

２か月で設計の入札、設計委託及び建設に

期間的な困難な状況となり、補正で一旦減

額いたしましたことから、改めて令和２年

度当初予算で計上いたすものでございま

す。 

 地元の副団長及び第二分団の分団長に

は、都度、報告を行ってまいりました。歳

末非常警戒期間までの完成を熱望されて

おられますことから、１２月中旬までの完

成に向け、鋭意進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号２８

番、松本委員からの２回目のご質問、更新

に伴う導入の効果、メリットについて、お

答えいたします。 
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 まずは、消防ポンプ自動車でございます

が、今回更新整備を計画しております車両

は、ＳＴ車、いわゆるスモールタンク車で

ございまして、メーカー基準により若干は

異なりますが、約８００リットルの小型水

槽を装備しております。また、圧縮空気泡

消火装置、いわゆるＣＡＦＳを装備してお

り、一般火災や車両などの火災には、大変

効果的に対応することが可能となってご

ざいます。この装置は、消火薬液を使用し、

圧縮空気泡消火システムを用い、車両に積

載されておりますコンプレッサーで空気

を作り、水と薬液と空気の混合水を吐水口

から送水することが可能なものでござい

ます。スモールタンク車の水槽容量は約８

００リットルですが、ＣＡＦＳ装置を使用

することにより、約１５倍の１万２，００

０リットル分に相当する消火性能があり、

非常に有効なシステムとなっております。

このシステムの活用により、消火栓等水利

条件が良好ではない高速道路での車両火

災などにも多様的に対応することが可能

となるものでございます。 

 昨年度、本市を襲来した地震や大型台風

対策を考慮するとともに、今後発生の危険

性が高いと言われております南海・東南海

トラフ地震も見据えながら、本市地域の実

情に沿った摂津市独自の機動性の高い消

防車両を研究し、更新整備を実施するもの

でございます。 

 続きまして、救命ボートの更新の効果、

メリットでございます。 

 現在使用の救命ボートは、水難救助等災

害発生時において出動し、救助活動を実施

いたしますが、河川の増水後である事案が

多数でありまして、水面・水中には多くの

浮遊物が流れている状況での活動となり、

流木など浮遊物に船体、スクリュー等が接

触する中での作業となり、ボート船体は著

しく劣化が進んでおります。 

 修理につきましては、署員修理で船体の

小さなピンホール程度の穴あき修理を実

施しておりますが、署員にて対応し切れな

い、メーカーなど業者による修繕回数もふ

えてきているのが現状であります。メーカ

ーなど業者による修繕となりますと、特殊

品の特殊加工での修理となりまして、修理

期間が長期になることとなり、水難救助活

動に支障を来しているのが現況でござい

ます。 

 消防本部といたしましては、このような

状況を打破するためにも、救命ボートを更

新整備いたしまして、今後も、水難事故、

大型台風の襲来、ゲリラ的集中豪雨による

河川の増水時や地域の水害発生時などに

は、活動の支障のない救命ボートを迅速に

出動させまして、消防車両が通行できない

水上であっても、しっかりと市民の安全・

安心を厳守することを可能としていくも

のでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、３回目の質問

と要望をさせていただきます。もう、ほぼ

ほぼ要望となります。 

 それでは、１番目、財政についてという

ところで、消費税増税による市財政歳入へ

の約３億円の増加というところ、また、幼

児保育の無償化においては、一般財源の増

加としては３，０００万円ほどとの状況に

ついては理解いたいました。その３億円に

ついても、やはり扶助費の増加が３％増に

なりますので、そちらのほうに回っていく

のかなと考えております。 

 それを踏まえ、改めて令和２年度、そし

て、これ以降、どのように財政運営をされ
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ていくのか、そのお考えをお聞かせくださ

い。 

 続きまして、２番目、ＲＰＡ導入の件に

つきましては、ＡＩ－ＯＣＲ導入などの活

用と、ＲＰＡをさらに活用していくという

ところについては理解いたしました。これ

が業務の効率化、そしてまた働き方改革の

一環で、向上するということを理解いたし

ました。ぜひ、ＲＰＡと実際の業務の線引

きというものをしっかりと考えていただ

き、業務の質を高めるように、バランスを

とりながら事業推進をしていただきます

よう要望いたします。それで、職員の事務

負担軽減に取り組まれることと期待して

おります。 

 ２番目については、以上です。 

 続きまして、３番目、基幹統計調査事業

について、５２０名程度の調査員を自治会

等々と、しっかりと確保していきたいとい

うところで理解いたしました。 

 この調査員の方から、私も以前、オート

ロックマンションがふえて、なかなか入り

づらいとか、いろいろな話を聞いたりいた

します。そういったものも、しっかりと指

導員等々で、あるいはマンションの中で住

まれている方に依頼するなど、しっかりと、

そういった対策を講じていただくように、

円滑な調査をしていただくように要望い

たします。 

 ３番目は、以上です。 

 そして、４番目、各種課税事務の外務委

託の件ですけれども、この事業に至る背景、

メリットについては理解いたしました。や

はり働き方改革も進められていく中で、し

っかりと労務管理が必要だというところ

を認識いたしました。税収を担う大事な部

署でございます。しっかりと引き続き、業

務をしていただきたいと思います。 

 特に今、新型コロナウイルスの関係で確

定申告時期の期限が延長されている等、大

変だとは思いますけれども、しっかりとや

っていただきたいと思います。 

 ４番目についても、以上です。 

 続きまして、５番目、航空写真撮影業務

委託料の件ということで、課内だけではな

く、各課での情報共有もしっかりと有事の

際でも図っていきたいというところにつ

いて理解いたしました。しっかりと、そう

いった意味では、必要な業務というところ

で理解いたしました。これについても、し

っかりと引き続き、適切に実施されるよう

要望いたします。 

 ５番についても、以上です。 

 続きまして、６番目のＬＥＤ防犯灯等防

犯推進事業の件ですけれども、地域の声を

聞いて設置していきたいというとこでは

理解いたしました。まさに、地域からの声

もしっかりと反映していただければと思

います。 

 ただ、夜間において、避難所やその経路

の明かりが適切に確保されているかなど、

やはり一定の防災の視点も持つべきもの

と考えます。防犯と防災が一緒になった利

点というものをしっかりと考慮し、取り組

んでいただければと思います。 

 ６番目についても、以上です。 

 続きまして、８番目、民間との防災協定

の活用ということで、段ボールベッド等の

対応をしているということを理解いたし

ました。ぜひ、このことで不足するものと

いうのは、計画外でもあれば、平素から企

業や団体等と協定を締結し、有事の際に活

用できるように、しっかりと、これは取り

組むべきものと考えております。 

 まちごと・丸ごと防災体制の構築のため

には、やはり平素から参画する企業、団体
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をふやし、連携する取り組みということは

重要であると考えます。例えば、小さなこ

とでも、一つ一つが積み合わされば、有事

の際の大きな力になるということは言う

までもありません。これは、ある市民の方

から、明和池公園や改修中の青少年運動広

場のかまどベンチなのですけれども、こち

らのまきなど燃料は確保しているのか等

の疑問の声がありました。例えば、これを

銘木団地と協定を結んで、有事には廃材を

多少なりとも、そういったかまどの燃料に

融通して提供してもらうということもよ

いかなと思います。そのほかにも、いろい

ろとあると思います。ぜひ、企業、各種団

体等と可能であれば防災協定を結んで、ま

ちごと・丸ごと防災体制の構築をしっかり

と推進していただけるように要望とさせ

ていただきます。 

 ８番目は、以上です。 

 ９番目につきまして、防災危機管理課が

警察とより密接な連携がしっかりとでき

るというところで期待するものでござい

ます。 

 この件につきまして、私も、危機管理の

経験豊かな摂津警察署長にお話を伺う機

会がございました。危機管理の業務に防

犯・防災が一緒になることで専念でき、防

災のまちづくりのさらなる発展を期待で

きる、行政と警察のタイアップが容易にな

るということでも高く評価されておられ

ました。さらには、平素から警察署の警備

課との連携が大切であること、災害時の対

応のときは、基本的には行政が上の立場で

あり、しっかりと決断していただくことが

必要で、そのための図上訓練、ブラインド

訓練、技術訓練などが大切であると言われ

ておりました。 

 そこで、これまでどおりの防災演習だけ

ではなく、より実践的な訓練についてはど

のようにお考えなのか、お聞かせください。 

 続きまして、１０番目の鍵ボックスの件

ですけれども、現状について、避難所運営

班で、職員でやるということについては理

解いたしました。 

 私は、このために、ぜひ防災サポーター

を活用すべきかと考えております。この鍵

の問題で最も大切なのは、扱う人の信用、

そして市や学校との信頼関係、そして災害

時でも冷静に行動ができる適切な知識を

有するという条件が必要かと思います。防

災サポーターは、市の養成講座で認定され、

市とのパイプがあり、必要な知識も付与さ

れます。よって、この鍵ボックスを取り扱

うための必要な知識を補足し、学校長や教

職員との信頼関係構築の場を設けること、

これは自主防災訓練でも学校長が来られ

ており、避難所運営班、学校、防災サポー

ターの顔合わせによる信頼関係構築がで

きます。これらの工夫によって、鍵ボック

ス使用を信頼して許可することができる

ものと考えております。このことは、有事

における避難所運営班の初動を助け、より

円滑な避難所運営への移行に貢献するも

のと考えます。もちろん防災士資格補助で

の防災サポーターも同様でございます。そ

のためには、しっかりと今、仕組みを整え

ていかなければなりません。防災サポータ

ーを全ての地域に一定数確保すること、避

難所開設訓練などで実践的な訓練と顔合

わせを行うことは、まずもって必要となる

と思います。ぜひとも、自助、共助、公助

のネットワークをしっかりと計画的に構

築されるよう要望いたします。 

 １０番目は、以上です。 

 続きまして、１１番目、避難所運営訓練

については、一部地域でも実施されている
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というところで、今後しっかりと、これに

つきましても進めていただければと思い

ます。これは以上で、要望で終わります。 

 続きまして、１２番目、正雀南千里丘線

外２路線道路改良事業の件で、残り５０％

というところで理解いたしました。ぜひ、

しっかりと事業を進めていただければと

思います。 

 特に、これが連接する十三高槻線は、こ

れまでも、市長のほうから、しっかりと府

に要望して、令和４年度に開通するという

ことで代表質問でもお聞きしました。この

ため、阪急正雀駅前に流れてくる車の数と

いうのはふえるというのは言うまでもあ

りません。交通安全対策のためにも、それ

までに全ての事業が完成するよう、計画的

に進めるように要望いたします。 

 １２番目は、以上です。 

 続きまして、１３番目、千里丘三島線道

路改良事業の件につきましても、令和２年

度の取り組みについては理解いたしまし

た。ぜひ、令和５年度末の完成に向けて、

着実に進められるよう、長年の課題解決に

向けて事業推進を取り組まれるように要

望いたします。 

 １３番目は、以上です。 

 １４番目、今回は新在家交差点を中心に

ということで、また、大阪府のほうの取り

組みについても理解いたしました。このあ

たりは、特にトラックの行き来が多い地域

かと思います。そこを歩行者、自転車、車

がそれぞれのレーンを走り、安全に快適に

過ごせる環境というものをしっかりと築

いていただければと思います。 

 そして、こちらも要望ですけれども、設

置場所の効果というものを、ある程度把握

する必要があるのかなと思います。設置前、

設置後に路上駐車が減ったのか、あるいは

反対車線を通る自転車が減少したのか、自

転車関連事故が起きるような危険性が減

っているのか等、できる範囲での把握は必

要と考えます。それが今後、各種条件に適

した次の矢羽根型路面表示の設置に教訓

等を生かせるものと考えます。また、あわ

せて、府道との矢羽根型路面表示の設置と

も連携して、適切に実施するように要望い

たします。 

 この件については、１４番目は以上です。 

 続きまして、１５番目の件です。ハンプ

の設置場所について鳥飼のほうというこ

とで理解いたしました。堤防沿いのスピー

ドを出す場所での設置をしっかりとやっ

ていただければと思います。 

 残りは、この件も要望です。 

 例えば、別府の味生体育館の用水路沿い

から住宅地に入る場所は、坂道もあって、

スピードを落とさずに左折する車が多い

ことを聞き、地域からの子どもたちの安全

確保のための対策の要望が上がっており

ます。そういったところもしっかりと地域

の要望を聞いて、警察とも連携して、対策

を講じていただければと思います。 

 １５番目についても、以上です。 

 １６番目につきましても、令和元年から

２巡目というところで計画的に点検をさ

れて、実施しているということで理解いた

しました。橋梁の老朽化は、昨今の大きな

課題でございます。ぜひ、河川に囲まれ、

橋梁が多い市の特性を踏まえて、引き続き、

しっかりと実施していただければと思い

ます。 

 １６番目は、以上です。要望で終わりま

す。 

 続きまして、１７番目、狭隘道路の整備

事業の件ということで、現状把握のための

調査、次につながるための調査ということ
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で理解いたしました。狭隘道路は、本市の

大きな課題と認識しております。道路事情

がよくなれば、その地域の価値向上にもつ

ながり、本市の発展には必要な事業と考え

ております。 

 また、まちづくり全体を踏まえた取り組

みということも、ぜひ考慮していただけれ

ばと思います。例えば、代表質問でも取り

上げられておりましたけれども、鳥飼地域

の活性化において、より付加価値がつく開

発が必要であります。そして、健都を有す

る千里丘、そしてまた阪急正雀駅前周辺な

ど、特にその必要性が高い地域というもの

をしっかりと見定めて、取り組んでいただ

ければと思います。 

 これについては要望で終わります。 

 続きまして、１９番目、モノレール駅可

動式ホーム柵設置事業というところで、や

はり１０万人以上の乗降客数の駅という

ところの条件があるということを理解い

たしました。その中で、モノレールが意欲

的に取り組まれているということは理解

いたしました。よい形での事業になってい

るのかと思います。ぜひ、そこはしっかり

と進めていただければと思います。 

 あと、これは先になるかと思いますけれ

ども、せっかく新設する阪急摂津市駅には、

ぜひホームドアを当初から設置するよう

に、新駅ということで要望を上げていただ

ければと、まだ先の話であるかとは思いま

すが、こちらも要望で終わらせます。 

 続きまして、２０番目の農業水路管理事

業というところで、水路台帳の活用につい

ては、おおむね理解いたしました。計画的

な整備に使われるというところと、あと１

点気になったところが、水路と下水道によ

る排水機能の重複というところで水路の

廃止という言葉がありましたけれども、改

めて水路と下水道整理との差異について

はどのように考えているのか、お聞かせく

ださい。 

 続きまして、２１番目、障害者が緑化推

進連絡会に参加され、活動されるというと

ころで、とてもよいかと思います。これを

きっかけに、さらに発展というのをしっか

りと考えていただければと思います。緑化

推進連絡会、そして関係する団体というの

が、それぞれにウイン・ウインの関係にな

ることが大切かと思います。ぜひ、その経

過を確認して、よりよい効果を踏まえ、さ

らに広めるなどの取り組みも考慮してい

ただければと思います。ぜひ、この花壇等

の維持管理充実事業をよりよい形で、引き

続き実施していただければと思います。 

 こちらは要望です。以上です。 

 続きまして、公園維持管理事業の新幹線

公園について、シティプロモーションの観

点で引き続きやっていきたいということ

ではありますが、シティプロモーションに

は魅力の向上が欠かせません。発信するた

めの魅力があることが当然大切ですけれ

ども、やはり、なおかつ、その魅力に引か

れた方々の受け入れ素地づくりも大切で

あります。ＰＲはするけれども、来る人へ

の対応が不十分ですと逆効果になりかね

ません。ぜひ新幹線公園の利便性向上、駐

車場の確保、例えば、ＪＲの貨物駅に３台

とか、歩道橋の下に２台、合計５台とか、

幾つかの場所を合わせてトータルという

ところでも、選択肢ではあり得るのかなと

考えております。ぜひ検討していただけれ

ばと思います。 

 ことし１１月には、吹田市の健都にある

健都ライブラリーがオープンする予定で

ございます。そこには０系新幹線が展示さ

れます。これを鑑みると、例えば、吹田市



- 39 - 

 

の健都ライブラリーの０系新幹線を見て、

次に本市の新幹線公園の０系新幹線と電

気機関車を見て、最後は鳥飼車輌基地の本

物の新幹線を見るという、新幹線ファンに

は、ちょっとした魅力的な新幹線めぐりコ

ースというのを提供することもできるの

ではないでしょうか。また、そのような構

想をＪＲにも示すことができれば、より協

力も得られるのではないでしょうか。ぜひ、

いろいろと検討していただければと思い

ます。 

 ２２番目は、以上です。 

 続きまして、２３番目、特定空き家対策

につきましてですけれども、もろもろの課

題があるという中で、しっかりと、このよ

うに具体的予算に取り組まれたことは評

価いたします。しっかりとやっていただけ

ればと思います。 

 また、２年前の総務建設常任委員会の視

察で、掛川市のほうへ空き家対策計画の視

察に行ったときには、空き家をなくす、あ

るいは空き家を有効に活用する取り組み

も紹介されておりました。その点、ぜひ特

定空き家を防ぐ取り組みもあわせてプッ

シュする必要があるかと思います。例えば、

不動産屋との連携による空き家の有効活

用などで空き家の価値を高め、放置される

ことを防止するというところもぜひ取り

組んでいただければと思います。 

 ２３番目は、以上です。 

 ２４番目のブロック塀解体補助金の現

状についても、ブロック塀が本市にはまだ

まだございます。特に、家屋密集地の塀は

依然減っていないかとは思います。この補

助金がその解消のきっかけになるものと

期待しておりますので、引き続き、しっか

りと、この補助金を解体への動機づけの一

つとして活用し、地震時の倒壊被害を減少

させるように要望いたします。 

 ２４番目は、以上です。 

 続きまして、２５番目、保安帽の件です

けれども、個人貸与ということで個人管理、

個人保管というところについては理解い

たしました。ぜひ、そのためにどうすべき

か等、例えば訓練では保安帽着用で来ても

らうとか、そういった保安帽を着用させる

ところの取り組みを一つ、動機づけという

のを考えていただければなと思っており

ます。なかなか、ふだんなれていないとこ

ろから、果たして本当に家に保管して、何

かあったときにそれをかぶってくるのか

というところが、なれるまでやはり時間が

かかると思います。それを速やかに対応で

きるような工夫というものも必要かなと

考えております。 

 この保安帽の取り組みは、非常によいも

のかと思います。共助の核となる防災リー

ダーというのは、やはり消防団と防災サポ

ーター、この二つかと考えております。現

場はまさに消防団、そして避難所運営など

は防災サポーターと、それぞれに役割を発

揮してこそ、大災害においての取り組みに

効果があるかと思います。ぜひ、そこは総

務部等もしっかりと連携して、それぞれの

役割をしっかりと、ある程度明確化して、

それぞれが最大限発揮できるように取り

組まれるよう要望いたします。 

 ２５番目は、以上です。 

 そして、２６番目につきまして、いろい

ろと多々問題があって、ようやく第二分団

屯所の建設工事へ至るというところで、こ

ちらについても理解いたしました。ぜひ着

実に実行していただくように、こちらは要

望とさせていただきます。 

 続きまして、２８番目の消防本部車両の

件ですけれども、このスモールタンク車は、
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摂津市独自で、摂津市のまちに特化した高

機能車両というところで理解いたしまし

た。また、水難救助ボート、こちらも河川

氾濫対応ということで理解いたしました。

やはりさまざまな災害に対応して、しっか

りとその場で機能を発揮できる装備とい

うものの整備に取り組んでいただければ

と思います。 

 そこで改めて、実際廃車になるタンク車

についてはどのような扱いになるのかな

と、確認の意味でお聞かせください。 

 以上です。 

○野口博委員長 そうしたら、谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、今後の財政

運営について、お答えいたします。 

 今般の社会保障制度の改正は、全世代型

の社会保障制度ということで、国、地方が

歩調を合わせて取り組んできたところで

はございます。国のほうでは、２０２５年、

それから２０４０年に向けて、医療・介護

の分野の給付がＧＤＰの伸びを大きく上

回る増加を見込んでいるという状況でご

ざいます。本市においても、国のそういっ

た動向と大きく変わる要因はございませ

んので、同様に、そういった医療・介護の

分野の給付については、多額の財源は必要

になっていくものと考えております。 

 国でも、今般の改革が最終形と考えてい

るわけではなくて、引き続き、全世代型の

社会保障制度を着実に構築するために、総

合的な議論を進めていくということを表

明されております。国のそういった動きに

本市としても歩調を合わせるところは歩

調を合わせて、実施していく必要があると

考えております。 

 さらに、今年度予算計上した中では、シ

ティプロモーションでありますとか、鳥飼

グランドデザイン、それから摂津市行政経

営戦略の策定、そういった将来を見据えた

取り組みをするための経費を予算として

計上させていただいております。そういっ

た将来を見据えた取り組みをしっかりと

着実に取り組んでいくことによって、将来

的にも財政に大きく寄与し、持続可能な行

財政運営につながっていくものと考えて

おります。 

 以上です。 

○野口博委員長 補足答弁で、奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、今、財政課長が

答弁いたしましたが、別の角度から、私の

ほうから答弁させていただきたいと思い

ます。 

 行政運営を行っていくのに、やはり経済

的な基盤である財政が健全でなければな

りません。健全財政といいますと、ただお

金があればいいということではなしに、や

はり未来を見据えた財源の要は構えとい

うのですか、そういうような分がなければ、

複雑多岐にわたる住民要望にも応えられ

ない、こういうことで、サービスと、それ

から財政というのは一対であろうと私ど

もは思っております。 

 それで、今、令和２年ですが、平成の３

０年をちょっと振り返ってみたいと思っ

ております。平成元年のときには、経常収

支比率が８０．１％でございました。平成

３０年度の決算におきましては１００．

７％ということで、約２０％ぐらい経常収

支比率が上がっております。８０．１％の

この時代のときには、国からの機関委任事

務、いわゆる法律で定められた業務をほと

んどやっていたのではないかなと思って

います。現在では、それぞれ環境問題とか、

少子高齢化とか、あるいは教育振興、ある

いは地域のまちづくり等ということで、国

にはない、市独自の単独事業が多くなって
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まいりました。そういう意味で、８０．１％

が１００．７％になったのではないかなと

いう分析をしております。 

 それから、お金のストックなのですけれ

ども、積立金が平成元年度のときには７５

億円ございました。平成３０年度末には１

８５億円ということで、かなり積み立てを

しております。 

 それから、市債の現在高、いわゆる借金

ですが、これが平成元年度では２０７億円

ございました。それから、平成３０年度で

は１８５億円。しかし、この間に平成１０

年度のときには４３１億円という膨大な

借金を抱えておりました。そういう意味か

らいたしますと、以前の苦しい時期を過ご

してきたのかなと思っております。 

 今後の課題といたしましては、やはり少

子高齢化がございます。もちろん高齢化と

いうのは望ましいことで、長生きすること

は喜ばしいことなのですけれども、それを

支える生産性人口、これがやはり減少しま

すと、税源に不安が出てまいります。そう

いう少子高齢化の問題、それから、言われ

ますように公共施設の老朽化問題があり

ます。それらをやはりうまくしのいでいく、

これはやはり大きな財政テクニックが今

後必要になってくるのではないかなと思

っております。そういう意味から、基金の

温存を図りながら、あるいは起債の制度を

うまく利用しながら、これからしっかりと

かじ取りをしていかなければならないと、

私どもは、こう思っております。 

 以上です。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災管財課長 では、より実践的な

防災訓練を実施すべきではというご質問

に、お答えいたします。 

 防災訓練は、二つのタイプがあります。

まず一つ目は、事前に訓練の内容を参加者

に知らせておく訓練、それと、もう一つは

ブラインド訓練、中身を一切伝えず、参加

者のとっさの判断力を鍛えるもの、この二

つがございます。 

 本市の今行っております総合防災演習

なのですけれども、事前に台本を作成して

おります。また、参加いただくライフライ

ン会社や自衛隊の皆さんなどと打合会も

行っております。また、それぞれの参加者

の皆さんが連帯して、一緒に訓練当日に備

えて準備を進めていくことで、顔の見える

環境を築くことも含めまして、準備から訓

練当日までの全ての活動が防災力向上に

結びついていると考えております。 

 ただ、しかしながら、最近の他市町村の

状況を見ておりますと、ブラインド訓練、

つまり参加者に内容を伝えずにという訓

練が徐々に主流になりつつあることも承

知しております。特に、警察、自衛隊、ラ

イフラインと一緒に参加していただいて

訓練する情報連携訓練が非常に主流にな

ってきております。我々といたしましても、

本市の防災力を向上させるために、他市の

こういった事例も参考にしながら、より実

効性の高い訓練を検討していきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、松本委員

の２０番目の３回目の質問に、お答えいた

します。 

 さきにもご答弁いたしましたが、水路は

用排水の機能だけでなく、下水道施設も担

っており、常に密接な関係にございますが、

水路を用水のみの正常な機能に戻すため

には、下水道の整備が必要であります。 

 下水道の整備に当たっては、現在、下水
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道整備課で二つの雨水幹線の整備が行わ

れております。この整備が完了することで

面整備も行われるようになり、それが可能

となれば、下水道への雨水排水の切りかえ

が可能となってまいります。そうすること

で、水路への雨水排水の流入がなくなり、

不要な水路を廃止することが可能となり

ます。また、不要な水路を道路側溝や下水

道施設として転用することも可能となる

ことから、今後も関係部署と連携を図りな

がら、水路の適正な維持管理を努めてまい

ります。 

 以上です。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号２８

番、松本委員からの３回目のご質問、消防

ポンプ自動車の更新に伴いまして、更新後

の廃車になる消防ポンプ自動車をどうす

るのか、その考えについて、お答えいたし

ます。 

 本市消防本部におきまして消防車両の

更新につきましては、一昨年度までは新規

更新車両業者において適切、安全に車両を

処分、廃棄しているのが現状でありました。

それには経緯がございまして、平成１６年

に廃棄された救急車が政治団体の街頭宣

伝車として使用されたことが発覚いたし

まして、消防車両の悪用を防止するため、

廃棄後の処分方法について、各消防本部に

消防庁から通知がなされ、周知徹底が図ら

れたことが理由でございました。 

 しかしながら、消防車両の公売、インタ

ーネットオークションを活用し、市の財産

であり公用車でもある消防車両を適正に

公売いたしまして、市の歳入をふやすこと

は大変大きなメリットでございます。この

件は、以前より議会からのご提案もいただ

いておりまして、本市消防本部では、前年

度より、先進市からの教示、また研究を重

ねるとともに、公売で実績のあります総務

部防災管財課と調整、協議を進めまして、

消防庁からの通知に抵触しない範囲でイ

ンターネットオークションを実施し、バン

型の消防車である旧の指揮車と旧の救急

自動車、あわせて２台の売買を完了したも

のでございます。 

 なお、今回は、まだ売買の実績のない消

防ポンプ自動車でありますので、さらに研

究、調査を重ね、関係課と調整、協議を行

い、よりよい方向性を勘案しながら進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長  松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、４回目につき

ましては、もう全て要望とさせていただき

ます。 

 まず、財政につきましては、副市長もご

答弁いただきました。まさに今後の少子高

齢化の社会を見据えた財政の取り組みと

いうのが本当に必要なのかなと考えてお

ります。その中で、やはり財政の中でも長

期的な効果、あるいは短期的な効果、そし

てまた事業の取り組みのやり方、そういう

ところをしっかりと考えていただければ

なと思っております。 

 例えば、健都の取り組みは、これは厚生

労働省、そして吹田市、そして大阪府等々

が参加している事業で、これをうまいこと

活用することによって、いわば補助といい

ますか、さまざまな形からの支援が可能に

なるのかなと考えております。その支援を

いかにして、健都、そして、その周辺、千

里丘、あるいは、その一帯の事業に活用で

きるのかなというところは、これは非常に

大きなことだと思っております。国と、あ

るいは大阪府とのパイプをしっかり持っ
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ていただいて、そういった補助金等々の事

業の連携との活用も、しっかりと考えてい

ただきたいなと考えております。 

 また、市の事業につきましても、やはり、

これまでのスクラップアンドビルドとい

いますか、効果というのも、しっかりと図

りつつ、バランスをとって、やっていく必

要があるのかなと思っております。ぜひ、

しっかりと将来を見据えた財政運営に取

り組んでいただけるように要望いたしま

す。 

 また、新型コロナウイルスの影響が今後

どのように出るのかというのは、経済的に

も見通しが見えない中で、そういったとこ

ろも柔軟に対応していただけるように要

望いたします。 

 財政については、以上です。 

 続きまして、防災演習事業につきまして、

ぜひ、より実践的な訓練というものを強く

推進すべきものと考えております。新しい

組織になりまして、全庁的な取り組みや他

市、警察との一元的な連携というものが可

能となり、より深く考察された実践的訓練

が可能となります。また、防災サポーター

の充実などで、まちごと・丸ごと防災体制

が進められる中、ハード面が着実に強化さ

れる中で、ソフト面での強化も図っていか

なければなりません。災害対策本部運営訓

練と地域の避難所運営訓練とを連携させ、

そこに警察、自衛隊、消防、関電、大阪ガ

ス、防災サポーター、地域とを組み合わせ

た、より実践的な総合対処訓練というもの

をぜひ検討するように要望いたします。 

 例えば、新聞でも取り上げておりました

けれども、高槻市でも、このような総合訓

練というのを実施しているとお聞きして

おります。このような実践的な総合対処訓

練が、まちごと・丸ごと防災体制を検証で

きる重要な場となり、本市が目指す先進防

災モデル都市の評価につながるものと考

えております。 

 この件については、以上です。 

 続きまして、農業水路管理事業の件とい

うことで、雨水対策の中で、水路と下水道

の連携というのをぜひ検討していただけ

ればと思います。やはり当初の設置目的が

失われた水路というものは、雨水対策用に

使われているものと認識しましたが、そこ

においても、雨水も対応できる下水道整備

が進めば、場所によっては、雨水対策で水

路と下水道の両併用となることは、コスト

面では二重に負担がかかってしまうかな

と考えます。また、設置目的が失われた水

路においては、例えば、道路に形状変更す

るなどして、道路状況の改善につながる、

まちづくりの活性化につながることがで

きると考えております。また、狭隘道路の

解消にもつながります。そしてまた、先ほ

ど言われておりましたように、水路に流れ

る雨水の減少というのが水路そのものの

減少、その他ポンプ場整備、水路整備でも

コスト面で削減できるものと理解いたし

ました。これはぜひ、しっかりと、この事

業を最終的な形までイメージして進めて

いただければと思います。 

 これにつきましては、以上です。 

 最後、２８番目、廃車になるタンク車に

ついてはオークションで取り扱うという

ところで、初めての試みということで理解

いたしました。資源の有効活用、市財政へ

の貢献というところで評価いたします。い

ずれにしても、適切な、このような形で、

さまざまな工夫をしていただき、市財政へ

の貢献、そして、あわせて、よりよい事業

の推進に努めていただければと思います。 

 以上です。質問を終わります。 
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○野口博委員長 松本委員の質問が終わ

りました。 

 続いて、弘委員。 

○弘豊委員 お疲れさまです。２番手の質

問になりますので、極力重なる部分は避け

ていきたいとは思うのですけれども、よろ

しくお願いしておきたいと思います。 

 それと、先日、代表質問も私はさせても

らったところなので、ただ総務建設常任委

員会の分野については、２回目以降、ちょ

っと尻切れになっている部分があります

もので、続きも含めてということで聞かせ

ていただきたいなと思っています。 

 最初に、財政課にかかわる部分になりま

す。 

 先ほど来、財政問題は課長や副市長の答

弁もあったところなのですけれども、新年

度に向けては、法人市民税の税率の切りか

え、また、地方消費税の８％から１０％に

消費税率が引き上がった影響、それに新た

に法人事業税交付金等々も変わる中で、市

に入ってくる税収が大分変化があったか

と思うのです。そんな中で、経常収支比率

のことも副市長が述べられましたけれど

も、基準財政需要額との関係で、交付団体、

不交付団体、いつも摂津市はどういうふう

になるかなみたいなことが、年度当初、決

算や予算組み立ての時期なんかにも気に

なっているところかとは思うのですけれ

ども、そこらあたりの見込みを教えていた

だけたらなと思います。これが１点目です。 

 ２点目になりますが、あわせて政府予算

の関係と地方財政計画との絡みでも、代表

質問でも少し聞かせてもらっていた部分

はあるのですけれども、そういった中で、

新しく市町村とかの分野で財政措置がさ

れるようなものを、市民の暮らしにかかわ

るような点で、例えば耳にしているものな

んかでいったら、環境センターでやってい

るふれあい収集みたいな事業というもの

も、一定交付税算入されるようなものにな

るのだということも聞いてるのですが、重

立ったもので、そういうものが摂津市との

かかわりでどうなのか、教えていただけた

らなと思います。 

 次に、３点目です。市民税課にかかわる

ところで、先ほど来も、いろいろ質問のや

りとりがありました課税事務事業のとこ

ろ、新たに市税業務の委託を新年度にして

いくのだというお話でした。これは、予算

書８ページの債務負担行為のところで、令

和３年から令和５年のところでの１億３，

３０７万４，０００円、金額が上がってい

ます。令和２年度分は２，００２万８，０

００円ということで、１月以降の分を見て

いるというお話だったかなと思います。そ

れでいうところの金額的な面で、どういう

根拠で出されているのかということ、それ

と、市税業務のところでというようなこと

ですが、一般事務事業の部分で、会計年度

任用職員の分も今回予算に上がっている

のですが、平成３１年度当初で臨時職員１，

０２７万９，０００円で組まれていた部分

が会計年度職員に切りかわっているのだ

ろうなということで理解しているのです

けれども、そこは、そんなに金額として変

わっていないのかなと思うのですが、そこ

のところとの関係で、これまで臨時職員で

やってもらっていた業務を今後委託の業

者に移していくという絡みでいくと、そこ

のところの金額が合うのかどうか、これも

あわせて４点目のところで聞かせていた

だきたいと思います。 

 次、５番目です。情報政策課のところで

ＲＰＡの導入のお話があったわけですけ

れども、先ほどの課税業務のところなんか
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も対象になっていると理解しているので

すけれども、事務の効率化は、ある意味、

効率的な業務の進行というようなことで

は納得している部分もあるのですけれど

も、これまでも課税事務で計算の誤りとい

うか、そういうことというのが、本市だけ

ではなくて、たびたび、そういうことがあ

るかと思うのです。言ってみたら、最初の

入力でシナリオを作成する段階で、万が一、

誤りがあったら、全部そういうことで自動

にやられてしまうということにもつなが

るのかなと思うのですが、そういったリス

クについて、シナリオづくりから入力にか

かわっては、それにたけた職員が担うとい

うようなことになるかと思うのですけれ

ども、その点について教えていただけたら

なと思います。 

 ６番目です。防災危機管理課に今後移行

する中で、これまで防犯のセクションだっ

たものが統合されるというようなお話で

す。その中で、犯罪被害者等支援事業とい

うものについても、今後自治振興課のほう

から移ってくるかと思いますけれども、犯

罪被害者等支援の中身は、どんな犯罪被害

を想定されているのかとか、実際相談に来

られた方にどういう支援がされるのかと

いうようなことで、概要で構わないので、

まず１回目に教えていただけたらと思い

ます。 

 次に、７番目、同じく防災の関係になる

のですが、新年度のところには予算計上を

事業では上がっていないのですけれども、

これまで決算のときにも、新型インフルエ

ンザ対策事業というのが防災のところで

上がったかと思います。新年度はこれがな

くなっているわけなのですけれども、そこ

の経緯を教えていただきたいと思います。 

 次に、建設部にかかわるほうに移ります。 

 建築課にかかわって、特定空家対策事務

事業のところ、先ほど来、いろいろと議論

がございました。所有者がなかなかわから

ない空き家のところを特定していくのに、

所有者等調査委託料というのが上がって

いるわけですが、１２６万円ということで、

今回の補正予算のところを見ていると、そ

このところを１００万円ほど減額の補正

になっていたかと思うのですが、実際どの

程度、ここのところを取り組まれているの

か、実態を教えていただけたらと思います。 

 それと、もう１点、建築課のところで、

ブロック塀等撤去補助金、これは震災対策

推進事業のところで上げられていて、最初、

今年度で終わりかなと思われていた分が

次年度も引き続き行われていくというこ

とであります。その辺は、ぜひ継続して取

り組んでいただきたいなと思っているわ

けですが、実際問題、危険ブロック塀みた

いなもので、市内にどの程度まだ存在して

いるのかというような把握がされている

のかどうか、それと、この制度が始まって

もうじき２年になってくるかと思うので

すけれども、なかなか、そこの撤去が進ま

ないという部分も課題としてはどのよう

に感じておられるのか、お聞きしておきた

いと思います。 

 それと、１０番目です。水みどり課にか

かわってなのですけれども、水路台帳の作

成業務委託、これは今もご答弁があって聞

かせていただいたところなのですが、以前

から私はたびたび、一般質問等々で水路の

上部を歩道にしていて、なかなか修繕等々

がきちっとされているのかなとか、それと

あわせて、傷んだところの修繕なんかでも

点検が必要だとかいうことも訴えてきた

かと思うのですが、台帳を作成していく、

状況把握していくというようなことでは
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大事な事業だということで、ぜひ進めてい

っていただきたいと思っているわけです

けれども。複数年にかかわって、これを進

めていくということでありますから、見通

しとして、どれぐらいのスパンでこれがで

き上がっていくのかというようなことで

教えていただけたらと思います。 

 それと、１１番目、同じ水みどり課にか

かわってです。公園遊具についてなのです

けれども、これも以前から、一般質問等で

お聞きしておりますが、なかなか大規模な

遊具だと予算的にもかかってくるし、今、

危険遊具の補修みたいなところで随分と

課題があるというようなこともお聞きし

ている中では、新たな遊具の設置というの

は結構ハードルが高いのかなということ

を思いつつ、ただ、やっぱり小さいお子さ

ん連れの親御さんなんかからは、摂津市内

の公園は、割と小さな公園がたくさんある

のだけれども、他市の公園と比べて遊具の

内容がということもお聞きする中では、新

たな遊具の設置などにかかわって当面ど

ういった動きになるのか、お考えを聞きた

いと思います。 

 次に、道路管理課にかかわるところです。 

 １２番目の質問になります。道路床板修

繕事業、これも先ほど議論もあったところ

なのですが、先ほどの水路台帳の整備との

かかわりで、今年度点検をされて、その傷

みぐあいとか、そういうのはもう把握して

いると思うのですけれども、水路としての

機能がここはどうなのかということを踏

まえた上での今回工事になっていくのか、

そこらの確認で教えていただけたらと思

います。 

 １３番目、駅前広場の管理事業について

です。ＪＲ千里丘駅やモノレールの各駅、

それから阪急摂津市駅、それぞれ駅前広場

の管理事業ということで取り組まれてい

るのですけれども、清掃や基礎の修繕や、

そういったところが主になっているかな

とは思うのですけれども、市の玄関口とい

う位置づけからしたときに、今後シティプ

ロモーションの動きが強調されてくる中

で、この駅前広場の位置づけ、担当の道路

管理のほうから、やっぱりもっと力を入れ

てというか、駅前の看板の修繕やら更新や

らを含めて、そういったことでのお考えが

ないか聞いておきたいと思います。 

 あと、１４番目です。道路交通課にかか

わる部分で、正雀三島線外１路線道路改良

事業ということで、今回上がっています。

ここは、以前、旧味舌小学校跡地のところ

に歩道を一部つける際に、この名称で事業

があったかなと思うわけですが、今回の部

分について、どういう工事が行われていく

のか、お聞きしておきたいと思います。 

 それと、もう１点、道路交通課にかかわ

って、これは要望にしておきたいと思うの

ですけれども、自転車通行空間の整備事業

で矢羽根型路面表示の設置に今回は取り

組まれていくのですが、先ほど来のやりと

りの中ででも、道路交通法上は自転車は左

側通行なのだというのはわかっているの

だけれども、そうじゃない、逆走してしま

っている方がかなりおられるということ

です。なぜそうなるかといえば、やっぱり

反対側を走行しようと思っても、そっち側

が危なくて行けないという認識だったり、

横断してから走行していくのに、交通量が

多いと、それができなくて、反対側で走っ

てしまっているというような、そういう物

理的というか、構造上そうなってしまって

いる部分が割かし多いと思うのです。府道

なんかの部分でも、そうだと思います。だ

から、こうやって矢羽根型路面表示を設置
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していく、通行はこっちだということを指

示するのもそうだけれども、そういう動線

がつくれるような道路改良もあわせて必

要なのではないのかなということを思い

ます。市で取り組まれる部分では、気をつ

けて、そういったところを取り組んでいた

だきたいと思いますし、大阪府でやるとこ

ろに対しても、やっぱりそこのところは意

見として述べていってもらいたいなと思

います。これはもう答弁は結構です。 

 １５番目です。消防のほうでは、もう１

点だけですけれども、救急活動をやられる

わけですけれども、現時点で新型コロナウ

イルスが随分と問題になっている中で、今

は感染されておられる方も無症状だった

りとか、まだわからない部分もあるのです

けれども、消防に新型コロナウイルスの症

状かもしれないという通報とかはないと

思うのですけれども、今後のことを考えた

ときに、何日も熱が続いて、そんなリスク

があるような、接触はなかったと思うのだ

けどみたいな人も含めて救急の要請があ

ったときに、どういう判断で出動されるの

かなということとか、感染防止のための装

備というか、そんなことも含めて救急の面

で注意しなければならないようなことは

ないのか、お聞きしておきたいと思います。 

 とりあえず、私のほうからは以上です。 

○野口博委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それではまず、質問項

目１番目、交付税の見込みについて、ご説

明申し上げます。 

 令和２年度の当初予算では、委員もおっ

しゃっていただいていましたとおり、地方

消費税交付金が増収となり、法人市民税が

減収、それから、その代替財源として新た

に法人事業税の交付金が交付されるとい

ったところが主な収入の変化になってお

りますが、これを踏まえまして、交付税を

考えますと、地方消費税交付金の増収分は、

基準財政収入額に１００％算入されるこ

と、それから、法人市民税の減収について

は７５％分のみが基準財政収入額の減収

につながるというようなところを踏まえ

ますと、交付税の基準財政収入額としては、

３億６，０００万円程度の増になるのかな

と考えております。 

 その一方で、基準財政需要額につきまし

ては、社会保障経費の一般財源部分がどれ

だけ見られるのか、まだ詳細な部分が判明

していないこともございまして、当初予算

においては、普通交付税の計上は今年度も

見送りさせていただいているところでご

ざいます。 

 ６月、７月の普通交付税の算定の結果、

普通交付税交付となった際は、改めて補正

予算を計上させていただきまして、議会の

ほうにもご報告申し上げたいと考えてい

るところでございます。 

 それから、２番目の地方財政措置、特に

委員がご紹介いただいているふれあい収

集の件ですけれども、昨年の１２月に総務

大臣がこの件について会見等をされ、高齢

者世帯に対するごみ出しの支援、そういっ

たところに係る経費について市町村に財

政措置をするということが公表されまし

た。 

 内容といたしましては、高齢者や障害者

の世帯で、ごみ出しが困難な状況にある世

帯へのごみ出し支援に係る経費について、

特別交付税で措置をするという内容にな

っております。なおかつ、この措置につき

ましては、令和元年度３月交付分から算入

するということになっておりまして、これ

に関する照会も来ておりまして、本市にお

いても、ふれあい収集に係る経費について、
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人件費を中心に経費として報告させてい

ただいているところです。 

 その他、今年度の財政措置で市民向けの

ものは大きく変わっていないところです

けれども、今般の補正でも計上させていた

だいておりましたＧＩＧＡスクール構想

の実現に関する一般財源部分については、

普通交付税のほうで元利償還金を中心に

措置される見込みとなっております。 

 その他、本市でも令和２年度に取り組み

ますけれども、ＲＰＡの取り組みといった

ところについても、これについては特別交

付税の措置になりますが、そういった措置

がされるということで通知が来ており、確

認しているところでございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

係りますご質問に、お答えいたします。 

 まず、質問番号３番、市税業務委託の金

額の根拠につきまして、お答え申し上げま

す。 

 まず、先ほどもご質問がございまして、

お答えさせていただきましたけれども、委

託の期間につきましては３年間というこ

とで考えております。令和２年度につきま

しては、令和３年１月から３月までという

部分で、２，２０２万８，０００円の予算

を計上させていただいております。それ以

降、令和３年４月から令和５年１２月まで

の部分が債務負担行為の合計１億３，３０

７万４，０００円となっております。この

中で令和３年度分といたしまして、令和３

年４月から令和４年３月分までを４，９７

８万２，０００円、令和４年度の部分で、

これは令和４年４月から令和５年３月ま

でにおきまして５，１０８万７，０００円、

令和５年度につきましては、令和５年４月

から１２月まで、こちらが３，２２０万５，

０００円、当初と例月の課税及び窓口の受

付業務といった業務の部分について、予算

の計上をさせていただいております。 

 次に、質問番号４番で、会計年度任用職

員及び委託の関係で前年度と比べてとい

うところの関係性についてのご質問であ

ったかと思います。 

 まず、委託の開始時期が令和２年度につ

きましては、令和３年１月からということ

ですので、会計年度任用職員につきまして

は、令和２年４月から１２月までが主な任

用期間としております。通常、当初の課税

時期の繁忙期であります１月から３月と

いうのは、会計年度任用職員につきまして

も、本来であれば人数につきまして多く、

手厚くする時期ではございますが、こちら

は委託と考えておりますので、その時期に

ついての人数というのは、令和元年度と比

べますと減っているという形になってご

ざいます。また、令和元年度につきまして

は、当然４月、５月というのも当初課税時

期でございますので、そちらのほうと現在、

令和２年１月から３月という時期は、現在

は臨時職員という形ですが、臨時職員の数

も多くなってございますが、令和２年度に

なりますと、４月、５月の当初課税時期は、

同じように会計年度任用職員の方も人数

が多くなってございますが、令和３年１月

から３月という部分については、一部の方

はいらっしゃいますけれども、そのほかは、

もうほとんど委託という形になりますの

で、会計年度任用職員というのはほぼいな

くなるというような形で今のところ考え

ております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 それでは、質問番号
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５番、情報政策課が所管しますご質問につ

いて、お答えさせていただきます。 

 ＲＰＡを利用するに当たりましては、業

務の流れを形にした、委員がおっしゃいま

したシナリオと呼ばれる手順書の作成が

必要となります。このシナリオを作成する

ためには、対象業務を理解した上で、フロ

ーチャートが描けることがシナリオを作

成する前提となってまいります。 

 また、ＲＰＡは、基本的に業務全体のう

ちの一部を自動化させるもので、こちらも

委員がご指摘のとおり、業務にたけた職員

が行う、業務を理解した上でないと、どの

処理についてＲＰＡに行わさせるのかと

いう判断ができないものであると考えら

れます。 

 少し切り口が異なるかもしれませんが、

ＲＰＡを利用する業務については、最初、

シナリオを作成した者につきましては理

解をしているものの、それ以降、違う職員

が利用するときは、自動化処理で何が行わ

れているかを意識することなく、シナリオ

を実行するだけにとどまってしまうよう

なことも考えられます。ＲＰＡの運用に関

しましては、例えば担当職員がかわりまし

ても支障がないような運用、そういった対

策を盛り込んだガイドラインの作成等も

考えているところでございます。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災管財課長 では、質問番号６番、

犯罪被害者等支援事業の概要について申

し上げます。 

 この事業は、中身は大きく二つございま

す。 

 一つ目は、犯罪被害に遭われた方からの

相談を受け付ける相談業務でございます。

この相談業務には警察のＯＢの方を雇用

いたしまして、犯罪被害者の方に寄り添っ

たり、または、場合によっては裁判手続等

の支援までいたしております。 

 もう一つの中身といたしましては、給付

事業でございます。具体的には、犯罪被害

により全治１か月以上の負傷を負った方

への見舞金でありましたり、犯罪被害によ

りまして、家事・育児・介護等がもうでき

なくなって、ヘルパーをお願いする場合の

派遣、また、今までの家に住むことができ

なくなった場合、家賃であったり、転居費

用を補助する、このあたりが中身でござい

ます。 

 続きまして、質問番号７番でございます。

令和２年度の予算として、防災危機管理課

の事業として新型インフルエンザ事業は

ないということでございますが、これはこ

の４月の機構改革で、伝染病予防でありま

したり、パンデミック対策に関しましては、

保健福祉課のほうが所管する予定でござ

います。これに伴いまして、新型インフル

エンザ事業に該当いたします消耗品等も、

保健福祉課のほうで予算計上しておりま

す。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、８番目の空き

家所有者調査業務委託の補正の内容につ

いてのお問いでございます、そちらのほう

にお答えいたします。 

 空き家所有者等調査業務につきまして

は、令和元年５月２０日に大阪司法書士会

と連携協定を締結いたし、その当該司法書

士との業務委託ということでの内容で、当

初計上いたしておりました。 

 補正の内容といたしましては、特定空き

家等候補の相続人調査業務を２件実施い

たしておりますが、その中で補正で１００

万円落とさせていただいている内容につ
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きましては、相続発生に伴いまして相続財

産管理人ということが仮に必要な場合に、

家庭裁判所のほうにその管理人の手続に

要する予納金という手続が１００万円と

いうことが見込まれておりましたが、今年

度につきましては、そちらの予定見込みが

なくなったということで、補正で減とさせ

ていただいているところでございます。 

 続きまして、９番目のブロック塀撤去補

助につきましてのお問いに、お答えいたし

ます。 

 平成３０年８月から、このブロック塀の

撤去補助制度をスタートさせていただい

ているところでございます。建築物の附属

工作物でございます塀という品物につき

ましては、当然ながら所有者ご自身で適正

に管理していただく義務が出てまいりま

す。地震が発生以後、通学路上におきまし

て、教育委員会、それと保護者の方々、地

域の方々を含めて、危険な箇所ということ

で教育委員会のほうでも調査も実施され

たとお聞きいたしております。あと、建築

基準法上の特定行政庁でございます大阪

府のほうにおきましても、地域防災計画上

でも位置づけられております広域避難経

路、本市におきましては大阪中央環状線

等々でございますが、そちらにおきまして

も、やはり危険なブロック塀等がないかと

いうことで、現在、大阪府につきましても

鋭意取り組まれているところでございま

す。 

 このようなことから、地震発生以降、社

会問題化した背景も踏まえまして、特定行

政庁の大阪府におきましても、ブロック塀

等の危険な部分を一刻も早く除去させる

ため、所有者向けのＰＲリーフレット並び

に大阪府のホームページ等々にも周知啓

発ということの取り組みもなされており、

市としましても同様にホームページ等々

で、同様の周知啓発を図っているところで

ございます。 

 今後、建物の耐震化促進の取り組みとあ

わせまして、さまざまな機会を通じ、周知

啓発に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

課に関します質問に、お答えいたします。 

 １０番目の水路台帳の作成業務の完成

までの見通しについて、お答えいたします。 

 さきの松本委員のご質問にもお答えし

たことと重複しますが、現在市内の水路の

延長は約１２３キロメートルございます。

この１２３キロメートルの延長を単年度

で水路網図と水道台帳を完成させること

は非常に困難でありますことから、コンサ

ル業者複数社に対し、こういった事業の内

容を説明し、完成までに必要な期間という

のを聞き取りいたしました。その結果、３

年であれば完成までに至れるという回答

が多くありましたことから、３年間の債務

負担を組ませていただいております。 

 その３年間の取り組みの中身につきま

しては、令和２年度におきましては、もと

もとある既往資料の整理と新たな資料の

発掘、こういったことを１年間かけてさせ

ていただきまして、令和３年度におきまし

ては、その資料をもとに現地での調査をさ

せていただき、令和４年度は、引き続き調

査を行いながら、台帳、水路網図の完成の

資料をおさめていただくと考えておりま

す。 

 続きまして、１１番目の今後公園に大型

遊具などを設置していく考えはあるのか

という質問に、お答えいたします。 
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 遊具は、子どもたちが安全に楽しく利用

でき、保護者の方も安心して子どもたちを

遊ばせることができる遊具の設置を望む

声が多く寄せられており、とりわけ未就学

児の子どもたちが安全に遊べる遊具を設

置することを優先に選定しております。 

 新たに設置する遊具につきましては、専

門家による点検結果をもとに、更新時にあ

わせて安全性、遊びの機能、人気、コスト

などを考慮しながら遊具の選定を行って

おりますが、大型遊具の設置となれば、設

置場所の確保や高額となるコストなども

検討する必要があり、容易に設置すること

ができない状況にありますが、今後、地域

の特性や利用状況などを見ながら検討し

てまいりたいと考えております。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、１１番目

のご質問の道路床板の点検に当たり、水路

としての機能の確認についてのご質問に、

お答えいたします。 

 今回の正雀の事例を受けまして、市内で

同様に水路に床板をかけて上部を歩行空

間として利用している箇所の調査を実施

してまいります。令和２年度におきまして

は、近年の補修履歴等を参考に、新在家１

丁目から２丁目にかけての、ちょうど新幹

線側道になりますが、そちらの新在家鳥飼

上線の歩道部の床板の調査を行う予定を

しております。 

 道路管理課の所管といたしましては、そ

の上部の床板ということになりますが、も

ちろん点検の際には、水路内の状況、水路

の内壁の状況等を確認いたしますので、そ

の情報につきましては、また、水みどり課

と共有を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、駅前広場の看板の修繕、ま

た、市のアピールに向けた看板設置につい

てのご質問でございますが、道路管理課の

所管いたします、駅前にございます行き先

案内等の看板につきましては、これまでも

駅前広場施設管理事業の中で修繕を実施

してきております。駅前の市のアピールに

向けた看板設置につきましては、広報課で

も検討されており、これまでも相談を受け

ております。道路管理課といたしましては、

広場の管理者といたしまして、占用協議等

において協力、支援してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、１４番目の

弘委員の道路交通課に関する質問に、お答

えさせていただきます。 

 正雀三島線外１路線道路改良事業の工

事につきましてでございますが、まず工事

場所でございますが、旧味舌小学校跡地で、

現在は正雀ひかり園となっております、そ

の正雀ひかり園の北側道路で、山田川にか

かっている柚の木橋から正雀一津屋線を

結ぶ道路、つまり正雀４号線でございます

が、そちらにおきまして、正雀ひかり園に

面した道路の改良工事を実施するもので

あります。 

 工事の内容につきましては、改良を実施

する場所につきましては、味舌小学校時代

は学校敷地でありましたが、正雀ひかり園

建設に当たり、園側の敷地の一部を道路用

地として変更してまいります。また、この

変更により、既存道路であります柚の木橋

への坂道となっておりますので、新たな道

路用地の部分であります園側についての

地盤が高低差が生じてまいりますことか

ら、その高低差を解消するための新たな土

留め擁壁や転落防止策の設置、また、雨水
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排水処理などの整備を行い、改良をかける

ものでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 小田原参事。 

○小田原警防第２課参事 質問番号１５

番、新型コロナウイルスに関する救急活動

について、ご答弁申し上げます。 

 感染者または濃厚接触者以外の救急活

動についてでございますが、風邪の症状や

３７．５度以上の発熱が４日以上続いてい

る、また、強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、

呼吸困難がある、高齢者につきましては基

礎疾患等のある方は、先ほどの状態が２日

程度続く場合、これらの症状の場合は、救

急隊の活動につきまして類似症状といた

しまして対応するということになってご

ざいまして、その場合の救急隊の装備につ

いてでございますが、マスクをＮ９５マス

クにする、ガウンを上下にする、それから

手袋については二重手袋、車内の換気扇や

窓の開放、傷病者へのマスク装着を実施し

まして対応しております。また、病院収容

後にその場で消毒を行い、マスクまたは手

袋の廃棄をいたして引き揚げるように指

示しております。そのあたりが感染防止に

ついての注意点となります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ２回目の質問になります。 

 最初の財政の関係で、６月か７月ぐらい

の普通交付税の算定の結果でということ

であります。 

 ただ、本市の財政的な特徴というか、こ

れまで不交付団体が長い期間続いてきて

というようなことで、割と、よその市から

来られた方なんかに不交付団体でいいで

すねみたいなことを言われることがあっ

て、それが必ずしもよいのかどうかという

ことはあるのですけれども、ある意味、摂

津市は財政的に心配したって、よその市な

んかも、なかなかどこもどうにもならない

ということになってくる部分もあるかと

思うのです。全体の市の規模からしてとか、

また、これまでの経緯からして、なかなか

厳しい状況だということについては私も

理解はしているのですけれども、そんな中

でも、やっぱり市民向けの施策をどう守っ

ていくのか、市民の暮らしの状況なんかを

見たときに、質問の２番との関係にもなり

ますけれども、一つでも、二つでも、やっ

ぱり市民向けの施策を守っていくという

ことに取り組む財政の見方がやはり重要

かなと思っています。持続可能な財政を保

っていくことも、もちろん大事ですし、国

に対しても必要なことを言っていくとい

うようなことは、これまでにもお答えいた

だいているかなとは思うのですけれども、

そこのところは引き続き、そういう立場に

立って取り組んでいただけたらと思って

おります。この点については、答弁のほう

は結構です。 

 次に、市税の業務委託にかかわっての部

分で、毎年の今後数年間の委託料が大体こ

れぐらいの見込みでというようなことを

教えていただきました。委託に切りかえて

いくことで、臨時職員、新年度でいうと会

計年度任用職員の分を減らしていけるの

かといった見込みに計算上見えなかった

もので聞かせていただいたのですけれど

も、そこのところは、実際のその業務の部

分、課税のいろいろな事務的なお仕事と、

それと窓口業務なんかも一括で委託に切

りかえるというようなことだったかと思

うのですが、１月以降は、会計年度任用職

員はもういないというようなことでよい

のだったら、ちょっと金額が割と高いので
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はないかなと思うのですけれども、そのあ

たりのところはどうでしょうか、もう一回、

お聞かせいただけたらと思います。 

 次、５番目の分です。ＲＰＡの導入にか

かわって、事務の効率化というようなこと

で、そういうメリットがある反面、やっぱ

り扱うには、いろいろとやっぱり今後気を

つけないといけない点というのは多々あ

るのだというようなことをおっしゃって

いただいたと思います。 

 今後、ＲＰＡの導入も、また、いろいろ

な分野に広げていくことも検討していく

というようなことなのですけれども、例え

ば、保育所の入所の判定についても、ＡＩ

かＲＰＡかを導入された先進的なところ

があるみたいなこともお聞きしたことが

あるのですけれども、でも、なぜそういう

判定になったのかというようなことをき

ちんと職員が市民から問い合わせがあっ

たときに答えられないような状況になっ

たりするのではないか、また、入所判定が

すごくスピーディーにできるようになっ

た反面、ちょっとやっぱり問題もあるかな

みたいなことで、やはり試行的にやったけ

れども取りやめたみたいな話も、中には出

ているかと思うのです。だから、この点に

ついては慎重に取り組んでいただかない

といけないかなと思うのと、財政を効率化

するということが目的であって、例えば、

それをもって職員の全体数を減らせるの

だという発想には、やっぱり決してなって

はならないなと、きちんと職員がノウハウ

を持って、それを継承していく、そういう

ところをきちんと押さえていただきたい

というようなことで要望しておきたいと

思います。 

 ６番目です。犯罪被害者等支援事業の概

要について、お聞きしました。 

 実際これまでに、この事業で予算が使わ

れていることは、そうないなと思っている

わけなのですけれども、でも相談なんかは、

やはり幾らかは来ているようにも思うの

です。市民の皆さんが犯罪被害を受けない

ほうがいいのですけれども、実際そうなっ

たときに、きちんと、やっぱり対応できる

ような体制というときに、今は自治振興課

の市民相談の受け付けを別室でやられて

いるということなのだけれども、これが本

館のほうに場所も移られて、防災危機管理

課というようなところが相談の窓口にな

るわけなのですけれども、そこあたりのと

ころで、窓口的に市民の方が行きやすいの

かな、どうかなというような点でひっかか

る部分があるのですけれども、そのあたり、

担当の方のご意見も聞いておきたいと思

います。 

 次に、７番目です。今年度まで防災にあ

った新型インフルエンザ対策事業につい

ては、保健福祉課のほうに次年度移るのだ

ということであります。実際、今の新型コ

ロナウイルスがいろいろと騒がれるよう

にあって、これまで備蓄品でマスクだった

り、消毒液だったり、そういったものが、

ここの対策で購入なんかがあったのかな

と思う部分なのですけれども、その辺の扱

いは現状どのように運ばれているのか、お

聞きしておきたいと思います。 

 次に、８番目です。特定空き家対策事業

のところで、所有者等の調査委託料のこと

をお聞きしたのですけれども、やはり私の

ほうで相談を受けている事例の中にも、お

隣が空き家で所有者がわからなくて、どう

したらいいのだろうといったことはある

のです。以前から、ほかの議員の方からも、

たびたび、そういった話が寄せられている

かなとは思うのですけれども、その所有者
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を特定して働きかけるというようなこと

が個人ではできない、市のほうにお願いし

ているということの中では、ここのところ

は、１件１件、ケース・バイ・ケースで取

り組まれているとは思うのですけれども、

寄せられる市民の皆さんの声に親身に取

り組んでいただけたらと思います。なかな

かできないことはできないと答えるしか

ない部分も、もちろんあるかと思うのです

けれども、こういったことで取り組んでい

ますということが伝えられるようにお願

いしたいと思います。 

 次に、９番目です。ブロック塀等の関係

です。この間、いろいろと、この制度も使

われて、ブロック塀の撤去をされた件数が

あったかと思うのですけれども、また一方

で、全体的に見たら、気になっていたとこ

ろがなくなったなというところはあるの

ですけれども、それでもやっぱり引き続き、

ここのところが対策として要るのだとい

うことです。大阪府のほうから働きかけも

やられていると、さっき答弁いただいたの

ですけれども、より一層促進していく上で、

今の制度で十分なのか。例えば、これは撤

去された後、個人の費用で軽量フェンスに

切りかえたりとか、他市だったら生け垣条

例みたいなのがあって、そういうふうに改

良したら補助が出ますよとか、そういうも

のもあったかと思うのです。今年度につい

ては、ブロック塀の撤去のこの補助制度を

引き続き続けますというようなことなの

ですけれども、また加えて、いろいろなア

プローチで危険な通路、経路をなくしてい

っていただく方向で取り組んでいただき

たいと、これも要望としておきます。答弁

は結構です。 

 次に、水みどり課のほうです。 

 １０番目の質問で水路台帳のことをお

聞きしました。しっかりと、これについて

は引き続き取り組んでいただきたいなと

思いますし、また、先ほど道路管理課のほ

うでも言われていました、あわせて上部の

通行する空間にしているというようなと

ころとの密接なやりとりも必要だと思い

ますし、それから、さっき道路交通課のほ

うで要望とさせてもらった分で、矢羽根型

路面表示を敷いていくのだけれども、そこ

には側溝なり、水路なり、そういうのがあ

って、そこに自転車が走って大丈夫なのと

思うような、そういう形態の道路なんかも

市内にはあるかと思うのです。そんなこと

も含めて水路台帳をしっかりと整備もし

ていただいて、中には水路の構造をなくし

てもいいようなところなんかは、あわせて

工事ができるような、連携した取り組みと

いうことにつなげていただきたいなと、こ

こは要望しておきたいと思います。 

 あと、１１番目の遊具の関係なのですけ

れども、なかなか大型遊具は厳しい面があ

るのだというようなことも、先ほどおっし

ゃられました。 

 ただ、前の一般質問の際にも、ちょっと

言っていたかと思うのですけれども、小さ

いお子さんをお持ちの親御さんなんかで

も、近くに安心して遊ばせられるような公

園があるのとないのとで、ちょっと、そこ

の住環境の魅力というようなところは違

ってくるとも思います。今、実際に子育て

している方が、こういうことで結構遠いと

ころまで散歩、遊びに行かせているみたい

なこともお聞きしたりするので、その辺に

ついては検討というか、どうすればできる

のかなみたいなことも考えていただきた

いと思いますし、１点、今年度森林環境税

が増額になっていて、代表質問のやりとり

の中で、シティプロモーションの銘木団地
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のＰＲ利用に、そういったものを当てるみ

たいな、そういうやりとりがあったと思う

のです。一方で、例えば木製の遊具とかを

公園でつくりたいというのに、この森林環

境税みたいな財源を充てることができる

のではないかなと思ったりするのですけ

れども、その点をお聞かせいただけたら、

財政のほうになるのかどうか、ちょっと相

談していただいて、お答えいただけたらと

思います。 

 それから、道路床板修繕事業で、ちょっ

とお聞きしたのと答弁が、少し思っていた

のと違っているのですが。今回、実際工事

していく、ここの正雀本町２丁目のところ

をしていくのだけれども、そこの今の水路

の状態というのはもう把握されています

かというようなことでお聞きしたかった

ので、もう一回、答弁お願いしたいと思い

ます。 

 それと、駅前広場の関係については、広

報課との連携になってくるというような

ことをお聞きしました。ぜひ、そこのとこ

ろを、この機会なので、しっかりとやって

もらえたらなと思います。摂津市駅のほう

は、まだ新しいので、そこのところをすぐ

に手をつけるかということではないと思

うのですけれども、ＪＲ千里丘駅なんかで

は、時計なんかも、あれは動いていたのか

な。大きな看板なんかも、今、なかなか見

づらくなっているのではないのかなとい

うこととか、ここが摂津市だという認識が、

例えばＪＲ千里丘駅は余り持たれていな

いように思って、残念な気がするのです。

千里丘といったら吹田市じゃないという、

そこを通過するだけの人にしてみたら、吹

田市か茨木市か、なかなか摂津市だと思っ

ていないという部分があったりするので、

ＪＲ千里丘駅西口が今後動いていく形で、

そこのところでも、また駅前整備について

は意識して取り組んでいただきたいと思

うのですけれども、やっぱり現状ＪＲ千里

丘駅東口、摂津市側ということでの整備に

ついては、取り組みのほうをお願いしてお

きたいと思います。 

 １４番目の正雀三島線外１路線、ここの

ところは旧味舌小学校の北側、現在の正雀

ひかり園の北側の坂のところということ

で、お答えいただいています。現在どうな

っているのかなということで見ると、工事

のときに使うようなフェンスがほとんど、

まだ残ったような状態になっているので

すかね。何とか坂のところをきちんとした

安全な道路形態にしていくというような

ことは大事だなということは、先ほどのお

答えを聞いて、わかりました。 

 一方で、それは正雀４号線の部分なので

すけれども、正雀三島線のほうは、それは

次年度の分には予算上は入っていなくて、

体育館の工事をまたこれからされていく

のとあわせて、歩道の整備になっていくと

いうようなことかと思うのですが、現状の

正雀三島線は、防災空地として広場になっ

ているところ、今、取り壊す前の屯所の区

間のみが広くて、きれいな歩道が設置され

ていて、それがつながっていないのですよ

ね。広い歩道ができているのだけれども、

そこを歩いている人をほぼほぼ見かけな

いという感じなのです。 

 私は１１年前に市議会議員に初めてな

ったころに、正雀三島線のところは、保育

所、幼稚園、いろいろな公共施設があって、

行き来があると。東正雀や三島のほうから

正雀の商店街、駅前のほうに向かうときに

も多くの皆さんが通行されるのだけれど

も、歩行者空間が大変形態が悪いというこ

とを指摘したことがあったと思うのです
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けれども、やっぱりそれは改善されていな

くて、今回こういう改良工事に伴って何ら

かの動きがあるかなと思いつつも、でも、

今の段階では、なかなかそういうのが安全

に通行できる路線の接続にならない、なっ

ていないというふうなことなので、じゃあ、

すぐにどうすればできるというふうなこ

とは難しいかとは思うんですけれども、こ

このところは、薫英学園側が下がってもら

うというようなことにもならないのかな

と思いつつ、何かしら、ちょっとまた道路

のほう検討していただきたいなと思いま

す。 

 答弁のほうは結構です。 

 最後、１５番です。 

 今、救急で出動する際に、新型コロナ感

染症に類似するような症状だったりした

ときには、感染防止の装備もして出ていき

ますということでお聞きしました。実際問

題そうなんだろうなというふうに思うん

ですけれども、現時点では、まだそういう

出動はないのかどうか、また、装備の状況

について、もちろん備蓄とかきちんと確保

はされているかなと思うんですけども、確

認のために、再度２回目でお聞きしておき

たいと思います。 

 以上です。 

○野口博委員長  暫時休憩いたします。 

（午後３時 ４分 休憩） 

（午後３時３３分 再開） 

○野口博委員長 では、再開いたします。 

 答弁を求めます。 

 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

かかります２回目のご質問にお答えいた

します。 

 質問番号４番の会計年度任用職員の報

酬予算について、令和元年度で臨時職員の

任用をしております予算とそれほど変わ

らないのではないかというご質問であっ

たかと思います。確かに、会計年度任用職

員の報酬につきましては、令和２年度では、

令和３年の１月から３月までの間につき

まして計上いたしておりません。それで４

月から３月の部分と比較した場合、令和元

年度での臨時的任用職員賃金の部分につ

きましては、１，０２７万９，０００円で

ございました。 

 会計年度任用職員の令和２年度の当初

予算の金額につきましては、８１３万２，

０００円ということで、その差は２００万

円ほどございます。この１月から３月にか

けての３か月の部分を５人ほど任用しま

したとして、１５か月分ということで、１

か月の基本的な報酬部分が約１２万円ほ

どと置きかえますと、約１８０万円ほどに

なります。それぐらいの部分が１月から３

月の分で、令和２年度は計上していないと

いうことですので、１月から３月分のとこ

ろが少ないだけで、差が余りないかという

お問いであったかと思いますけれども、そ

の部分は、そういう差にあらわれてきてい

ると考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災管財課長 では、質問番号６番、

犯罪被害者支援事業でございます。 

 今までの実績を振り返りますと、まず相

談件数なんですけれども、大体この数年で

いきますと、年間１０件から２０件ぐらい

の相談件数を受け付けております。 

 また、見舞金等の給付事業なんですけど

も、見舞金につきましては、決算で出てい

るところでは、平成３０年度に７件、それ

から平成２７年度には２件、見舞金を支出

しております。 
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 また、犯罪に遭われたということで、転

居等の助成ということで、平成２５年に１

件支出しております。 

 これから防災危機管理課でこの仕事を

引き継いで、相談業務をしていきますけれ

ども、相談室等、今もう防災管財課のほう

に個室がございますので、そこの部分でプ

ライバシーにも十分配慮しながら、相談業

務を進めていきたいと考えております。 

 続きまして、質問番号７番でございます。 

 新型インフルエンザ事業でございます。

これは、いろいろなものを買わせていただ

いていまして、例えば、令和元年度でした

ら、医療従事者用の手袋、また、ウイルス

駆除用の除菌スプレー、それから手を消毒

するための消毒用アルコール、このあたり

を買わせていただいております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、弘委員の

１１番目の質問の２回目にお答えいたし

ます。 

 森林環境譲与税を木製遊具の設置の財

源に充てれないかという質問でございま

したが、本市で管理しております公園遊具

は、現在６３５基ございます。これらの遊

具を子どもたちが楽しく安全に利用でき、

保護者の方が安心して子どもたちを遊ば

せることができるよう、日々維持管理に努

めております。 

 この遊具の安全性を確認するためにも、

先ほども答弁いたしましたが、年に一度、

専門家による遊具の総点検、それと日々の

パトロールによる損傷箇所の発見、また、

それらの使用停止、こういった作業に努め

ております。 

 公園管理者といたしましては、遊具のま

ず、子どもたちが安全に楽しく遊んでいた

だけるような維持管理に努めていくこと

が重要と考えております。この維持管理作

業をこれからも適正にし続けていきたい

と考えております。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、１２番目

のご質問の正雀本町２丁目の安威川右岸

２号線における床板の点検調査の内容に

ついて、お答えいたします。 

 安威川右岸２号線の陥没は、昨年５月２

７日に発生しております。そして、翌２８

日には、職員により、水路内から床板の状

況、目視点検を行っておりますが、全体的

に床板の劣化が進んでいる状況が確認さ

れましたことから、歩道部分を閉め切りを

実施したものでございます。 

 ただ、６月１日から用水が送られるとい

うことで、出水期になるということで、詳

細の業者による点検につきましては、１１

月に入って実施しております。その結果と

いたしましては、陥没が発生した部分だけ

でなく、鉄筋が露出するなど、全体的に床

板の劣化が進んでいることが明らかとな

り、修繕の実施が必要となっているもので

ございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 小田原参事。 

○小田原警防第２課参事 質問番号１５

番、救急出動実績と装備の保有について、

ご答弁申し上げます。 

 新型コロナウイルス関連の救急出動で

ございますが、現在のところ、本市におき

ましては、厚生労働省が示す新型コロナウ

イルスの感染が疑われる患者の要件に合

致する搬送はございません。 

 次に、救急隊の装備の保有状況ですが、

新型コロナウイルスに対応できる救急出

動５００回分の感染防止Ｎ９５マスク、ゴ
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ーグル等を保有しております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そうしましたら、３回目にな

りますけれども、ちょっと質問させていた

だきたいと思います。 

 最初に、市民税課の部分の委託と、これ

までの臨時職員を減らすことと、そこらあ

たりで財政的にどうかというふうなこと

の中では、予算上、臨時職員の分のかかっ

ている費用は、若干、会計年度任用職員、

次年度については減りますよということ

ですけども、その分、委託の費用が１月か

ら３月の分で２，２０２万円かかっている

というようなことですから、むしろふえて

いるというふうには見えるんですけれど

も、もう１点ちょっと、そこをお聞かせい

ただいてもよろしいですかね。お願いいた

します。 

 次に、犯罪被害者等支援事業の部分につ

いてです。 

 これまでの実績の部分は、お聞かせいた

だいて、なるほどと理解いたしました。１

点ちょっと気にかかっているのは、相談に

来られる方が、もちろん、個室を用意され

ているというようなことですけれども、自

治振興課のそこのところが窓口になって

いるのと、防災危機管理課という、そうい

う課が窓口になっているのとで、ちょっと

相談に行くときのハードルというか、なか

なか入りにくかったりしないかなという

ことが気になっているんでね。感覚的なも

のかもしれませんけれども、ここのところ

は、ちょっと対応の際に、工夫というか、

丁寧なそういうものが要るのかなと感じ

ました。 

 また、防犯のセクション全体が今まで自

治振興課のところで、いろんな自治会とか、

そういうようなこととの結びつきだった

りとか、そういうところから総務部のほう

に移って、少しやっぱり変化があるので、

もちろん、その警察との連携が強まること

での利点があるということもわかります

が、配慮のほうをお願いしておきたいと思

います。 

 この点については、もう答弁は結構です。 

 それから、新型インフルエンザ対策事業

で、これまで購入されてきたいろんな備品

については、保健福祉課が基本的には使わ

れるということなのかなということで、今

回、所管というか、予算項目として、もう

移されていっていると理解をしました。 

 そもそもこの新型インフルエンザ対策

事業というのが始まったとき、基本計画と

かつくる際にも、保健福祉課のほうが中心

になってつくってきた経過もあるのに、こ

の事業だけが、ぽんと防災管財課にあった

ということのほうが、むしろ違和感がある

のかなっていう気もします。そういった件

からすると、感染症対策というようなこと

で、今回、新型コロナウイルスの事例につ

いても、事務局は保健福祉課が担われてい

て、地域防災計画みたいなところとは、ち

ょっと違うもんだということも、議会が今

回の事例を受けて、また改めて感じていま

す。これまでも、新型インフルエンザとい

ったときに、防災というか、そういうこと

のちょっとイメージ的に、私は議員として

思っていた部分もありますので、そこのと

ころが少し整理できたかなと思います。 

 実際、この間備蓄されている備品なんか

が、適切に今回の事例の中で使われていく

ように、また、不足しているものなんかに

つきましては、またそういうのを、現状で

はそういうのはないかなと思うんですけ

れども、取り組みのほう、お願いしておき
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たいと思います。 

 次に、遊具の関係で、森林環境譲与税と

いうようなことが、使途について、一定森

林を守る環境だったりとか、木材の利用促

進だったりとか、そういうことに限定され

る税だよということの説明があったかと

思うんですよ。本会議の中でも、そういう

ことを耳にしてね。それやったら、その使

途について、例えばこういうものが使えな

いのかなっていうことで、ちょっとさっき

聞かせてもらったんで、この際ちょっと、

財政課のほうから、この税のことについて、

もう一遍、確認でお聞かせいただけたらな

というふうに思います。 

 それと、道路床板修繕事業についてなん

ですけれども、現状、そこの正雀本町のと

ころの今回工事に当たっていくところは、

用水として使われているんだということ

ですね。もし使われていないんだったらと

いうようなことも含めて、確認で聞いてお

こうと思って、質問をさせてもらいました。 

 今後の整備については、最初の松本委員

の答弁の際にも、地元の方とか、神安とか、

そういったところとかも協議して、合意形

成を図っていくんだというようなことで

お聞きしていますけれども、これまでのと

ころも、あの空間が結構広くて、ただコン

クリートしかないような感じ、花壇も一時

はお花がポットで植えられていたりとか、

そういう時期もあったかなと思うんです

けれども、少しスペースとしてもったいな

い気もするんですよ。 

 というのも、正雀川を挟んで吹田市に入

ると、ずっと公園になって、多くの方がや

っぱり憩いの場として活用されている空

間が、摂津市のスペースだけちょっと何も

ないと言ったら変ですけれども、そういう

状態だったと思うので、なかなか同じよう

に公園として整備するということにはな

らないかもしれないですけれども、いろい

ろやっぱり地元の声なんかも聞きながら、

やれる部分でのちょっと整備についても

考えていただきたいなと思っております。 

 それと、現状バリケードで通行できない

状態になっていますけど、一部、図書館に

近いほうのところが通路を確保されてし

ていただいていて、今使えるのかなという

ふうに思うんですが、地元の方たちは、結

構、通行できなくなってからの期間が長い

ので、気にされている方も多いので、方向

性が決まり次第、またお伝えもしていって

いただきたいと思います。 

 あと、最後の消防の関係で、救急の際の、

今のところは、新型コロナウイルスが疑わ

れるような事例での出動はないというこ

とでお聞きしました。 

 最近のテレビなんかを見ていると、感染

の確認をされた方、お店で働いていたりし

たら、消毒について、物々しい格好で当た

っていくような映像を見かけるわけです

よね。実際のところ、そこまでしないかん

のかなと思うような気もしながら、そうい

うのを皆さん目にしていると思うんです

よ。ただ、ああいうのを見ると、本当に不

安のほうが募るし、実際救急のほうも、い

ろんな事例で、本当に感染はあってはなら

ないと思うんですよ。消防の隊員がそうな

ったら大変なことですから。ただ、その際

の市民の方への対応なんかの点では、やっ

ぱりいろんな心的な面というか、気持ち的

なところなんかも配慮しながらやらなけ

ればならないのかなと思っております。 

 新型インフルエンザ対策で、これまでも

ずっと感染症に対する備えというのはや

ってきたわけですから、こういったものが

きちんと備わっているというふうなこと
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も、今回聞けて安心しました。 

 この点については以上で、答弁は結構で

す。 

 そしたら、２点だけよろしくお願いしま

す。 

○野口博委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

かかります３回目のご質問にお答えいた

します。 

 先ほどのご説明では、足りないところが

あったというところで、大変申しわけござ

いませんでした。 

 委託の内容でございますけれども、単純

に会計年度任用職員の方の報酬が置き変

わるということではなく、松本委員のご質

問の中でもお答えさせていただきました

が、職員の時間外の勤務時間が削減される

といったような、職員の業務負担の部分あ

と、昨年度は計上しておりましたけれども、

住民税のデータパンチ委託料というのが

ございましたが、そこも含めての令和２年

度の委託ということもございます。ただ、

令和２年度につきましては、１月から３月

という当初課税時期になっておりまして、

一番委託料も高いような状況ですので、こ

れを一年間だけの、令和２年度だけで見ま

すと、かなり高い金額だと思われるのはい

たし方ないかと思いますけれども、先ほど、

３年間の委託期間と予定しておりますの

も、当初の課税時期と通年の時期と、３年

間という中で、時間外勤務時間の削減等、

人件費等の削減ももちろん出てくるとい

うところもございまして、業務の効率化も

含めてでございますが、経費のほうも、削

減ができればと考えております。 

 その点で、令和２年度につきましては、

予算としては高くなっているという状況

がございますけれども、令和３年度以降の

部分において、平準化するというところで

見ていただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○野口博委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、森林環境譲

与税の質問についてということで、お答え

いたします。 

 森林環境譲与税につきましては、法令上

は、森林の整備、森林台帳の整備、林業従

事者の人材育成、それから木材の利用促進、

こういったものに充当することとなって

おります。 

 森林環境譲与税の充当先の決定につき

ましては、令和２年度もそうでしたけれど

も、予算編成を進めていく中で、各課から

の要求の状況でありましたり、市全体の事

業の優先順位、そういったものを踏まえな

がら、使途については決めていきたいと考

えております。 

 以上です。 

○野口博委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

 市民税課の課税業務の委託にかかわっ

ては、数字の面では理解しました。 

 なかなか繁忙期に人をしっかりと集め

る、確保するということの大変さというの

も、これまでにも聞いておりますし、なか

なか残業が多くなってしまっていて、大変

な状況ということも一定理解していると

ころなんですけれども、業務委託で本当に

いいのかなっていうようなことは、やっぱ

り少し不安もありまして、これまで臨時職

員だったら、職員の方の指示のもとに、い

ろいろとやってもらえるようなことが、委

託だったら、委託業者のほうのチーフなり、

そういった方の指示でというようなこと

になるんですよね。そこらあたりのところ

で、課税事務、市民の皆さんのプライバシ
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ーのこととかも、もちろんありますし、そ

こらあたりのところで懸念があるという

ようなことについては、ちょっと以前、別

の場で言わせてもらったこともあるかな

と思います。 

 その点については、重々問題意識も持っ

て、やっていただきたいと思いますし、で

きればやっぱりそうでない形でというこ

とも思うわけですけれども、その点につい

ては、ちょっと答弁のほうは、もう今回割

愛しておきたいと思います。 

 もう一つの森林環境譲与税の使途で、例

えば公園遊具に充てればどうということ

をちょっと今回提案させていただいてい

るわけですけれども、なかなかこの摂津市

のまちで、木材の森林の環境のといったと

きに、そんなに該当するような費目はない

じゃないですか。今回については、銘木団

地のＰＲに充てていくということで、それ

はそれでやっぱり意味あると思うんです

けれども、公園遊具の関係では、一方、結

構予算的にもちょっと規模の大きなもの

を置こうと思えば、かかってしまうという

ことだし、決して、規模の大きなものだけ

ではなくて、ここに木製のベンチやあずま

やが欲しいなと思うような、そんなものな

んかでも、なかなか置けなかったりとかい

うことになっていないかなっていう気も

しますんで、ちょっとその辺については、

所管の課からの要請があってというよう

なこともおっしゃっていましたが、一度、

検討もされたらどうかなということで、意

見として言っておきたいと思います。 

 以上です。 

○野口博委員長 弘委員の質問は終わり

ました。 

 本日の委員会は、この程度にとどめ、散

会したいと思います。 

（午後４時 散会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 総務建設常任委員長 野口  博 

 

 

 総務建設常任委員 三好 義治 


